
○会計年度任用職員取扱要綱の制定について（通知） 

 

 

令和２年３月３１日教総第１５１１号 

教育長通知 

最終改正 令和７年１月２４日 

 

 このたび「会計年度任用職員取扱要綱」及び「会計年度任用職員取扱要綱の運

用について」を別紙のとおり制定しましたので、適切な事務処理をお願いします。 

   会計年度任用職員取扱要綱 

第１ 趣旨 

 この要綱は、会計年度任用職員の任用、給与その他の勤務条件に関し、基本

的事項を定めるものとする。 

第２ 定義 

 １ この要綱において「会計年度任用職員」とは、地方公務員法（昭和 25年

法律第 261号。以下「地公法」という。）第 22条の２第１項に規定する職

にある者をいう。 

 ２ この要綱において「第１種会計年度任用職員」とは、一般職の常勤職員か

ら退職後引き続き会計年度任用職員として任用された者及び一般職の常勤

職員から退職後引き続き非常勤職員取扱要綱（昭和 50 年５月１日教総第

107 号。以下「非常勤要綱」という。）に基づき非常勤職員として任用さ

れ、更に引き続き会計年度任用職員として任用された者をいう。 

 ３ この要綱において「第２種会計年度任用職員」とは、会計年度任用職員の

うち、第１種会計年度任用職員以外の者をいう。 

第３ 職の設置及び業務内容の変更の協議 

 教育長は、新たに会計年度任用職員の職を設置し、又は会計年度任用職員の

業務内容を変更しようとするときは、あらかじめ報酬について総務部長に協

議しなければならない。 

第４ 任用 

１ 募集 

  会計年度任用職員の任用は、公募によるものとする。 

  ただし、職務の性質や任用の緊急性等の事情から、公募により難いと認め

られる場合として教育長が特に認める場合は公募によらないことができる。 

  会計年度任用職員としての従前の勤務実績等により、２回まで公募によ

らない再度の任用を行うことができる。 

２ 採用の方法 



  会計年度任用職員の採用は、選考によるものとする。 

３ 任免手続 

(1) 会計年度任用職員の任免は、教育長が行うものとする。 

(2) 前記(1)の任免は、通知書を本人に交付して行う。 

４ 任期 

 会計年度任用職員の任期は、１会計年度を超えない範囲内とする。 

５ 欠格事由 

  地公法第 16条各号及び平成 11年改正前の民法（明治 29年法律第 89号）

の規定による準禁治産者の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とするも

のを除く。）に該当する者は、会計年度任用職員となり、又は選考を受ける

ことができない。 

  会計年度任用職員は、地公法第 16条各号（第２号を除く。）に該当する

に至ったときは、職員の分限に関する条例（昭和 26年埼玉県条例第 51号。

以下「分限条例」という。）で定める場合を除く外、その職を失う。 

６ 条件付採用 

  会計年度任用職員の採用は、全て条件付のものとし、その職において１月

を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になる

ものとする。 

  １月の勤務日数が 15 日に達しない者については、勤務日数が 15 日に達

する日まで条件付採用の期間を延長する。 

７ 人事評価 

  会計年度任用職員は、会計年度任用職員人事評価実施要領（令和２年３月

31日教総第 1512号）に基づき、人事評価を実施する。 

  会計年度任用職員の公募によらない再度の任用に当たり、会計年度任用

職員としての従前の勤務実績については、人事評価の結果を用いるものと

する。 

８ 退職 

  会計年度任用職員は、任期の途中に辞職を申し出ることができる。 

第５ 報酬等及び通勤に係る費用弁償 

１ 報酬の決定 

  会計年度任用職員の報酬は、職務の内容、勤務時間等を基準として、会計

年度任用職員の報酬等に関する条例（平成 31 年埼玉県条例第６号。以下「報

酬条例」という。）及び会計年度任用職員の報酬等に関する規則（平成 31

年埼玉県規則第 32号。以下「報酬規則」という。）に基づき、月額又は日

額で定める。 

  ただし、月額をもって定めることができる報酬は、その勤務すべき日が原



則として週３日以上又は月 15日以上として定められている者に限るものと

する。 

２ 時間外勤務手当等に相当する報酬 

  報酬規則第９条第１項に規定する「知事が定める時間」は、給料等の支給

に関する規則（埼玉県人事委員会規則７－110）第 15 条第１項に規定する

「委員会規則で定める時間」に、当該会計年度任用職員について定められた

１週間当たりの勤務時間を 38.75で除して得た数を乗じて得た時間とする。 

３ 期末手当 

(1) 任期及び在職期間 

  期末手当の算出に係る任期及び在職期間には、他の職（一般職の常勤職

員及び会計年度任用職員を含む。）において期末手当の算出の基礎となっ

ているものは含めない。 

(2) 支給の特例 

  基準日前１か月以内において会計年度任用職員を退職後、基準日まで

に別の会計年度任用職員となった場合であって、同一会計年度内におけ

る合計した任期が６か月以上あるものにあっては、職員の給与に関する

条例（昭和 27 年埼玉県条例第 19 号。以下「給与条例」という。）第 19

条第１項後段による期末手当は支給しない。 

４ 勤勉手当 

(1) 任期及び勤務期間 

     勤勉手当の算出に係る任期及び勤務期間には、他の職（一般職の常勤

職員及び会計年度任用職員を含む。）において勤勉手当の算出の基礎と

なっているものは含めない。 

(2) 支給の特例 

      基準日前１か月以内において会計年度任用職員を退職後、基準日まで

に別の会計年度任用職員となった場合であって、同一会計年度内におけ

る合計した任期が６か月以上あるものにあっては、給与条例第 19条の

４第１項後段による勤勉手当は支給しない。 

５ 通勤に係る費用弁償 

  第１号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、非常勤職員の通勤に

係る費用弁償の取り扱いについて（昭和 56年 1月 9日教総第 488号教育長

通知）の例による。 

  なお、支給に当たっては、通勤に係る費用弁償に関する届（様式第１）及

び人事給与管理システム（職員の人事管理、給与等管理に関する事務処理を

行うための情報システムをいう。）により支給するものとする。ただし、こ

れにより難い場合は、通勤に係る費用弁償に関する届（様式第１）及び会計



年度任用職員の費用弁償計算書（様式第２）により支給することができる。 

６ 退職手当 

(1) 退職手当の基本額の算出に用いる退職日給料月額 

  退職した第２号会計年度任用職員の退職日給料月額は、退職の日にお

けるその者の職種の区分、号給及び調整数に応じ、別表第１から別表第５

までに定める給料及び調整額とする。ただし、行政事務報酬等基準額表の

適用を受ける第２号会計年度任用職員の退職日給料月額が、報酬条例別

表前記以外の職の項に定める月額を超えるときは、当該月額を退職日給

料月額とする。 

(2) 退職手当の調整額 

  第２号会計年度任用職員の退職手当の調整額に係る職員の区分は、第

９号区分とする。 

第６ 勤務日等 

１ 勤務日及び勤務時間 

  会計年度任用職員の勤務日は、週５日以内とし、勤務時間は、１週間に 38

時間 45分以内、１日７時間 45分以内とする。 

 ２ 週休日等 

  会計年度任用職員の週休日、休日及び休憩時間は、一般職の常勤職員との

均衡を考慮し、所属長が定めるものとする。 

第７ 休暇 

 １ 会計年度任用職員の休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成

７年埼玉県条例第２号）及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則（埼玉

県人事委員会規則 13-18。以下「勤務時間規則」という。）に基づき、年次

休暇、特別休暇及び組合休暇とする。 

 ２ 会計年度任用職員の年次休暇は有給の休暇とし、特別休暇は有給又は無

給の休暇とし、組合休暇は無給の休暇とする。 

 ３ 会計年度任用職員は、４月１日から翌年の３月 31日までの１年度（第１

種会計年度任用職員にあっては、暦年による１年）について、次の(1)又は

(2)に示す日数の年次休暇を受けることができるものとする。 

(1) １週間の勤務時間が 29 時間以上の会計年度任用職員の年次休暇の付

与日数は、年度（第１種会計年度任用職員にあっては勤続年数）に応じて、

別表第６のとおりとする。 

(2) １週間の勤務時間が 29 時間未満の会計年度任用職員の年次休暇の付

与日数は、年度（第１種会計年度任用職員にあっては勤続年数）及び週所

定勤務日数（週以外の期間によって所定勤務日数が定められている会計

年度任用職員にあっては、１年間の所定勤務日数）に応じて別表第７のと



おりとする。 

 ４ 会計年度任用職員の有給の特別休暇は、次のとおりとする。 

   ただし、(5)の休暇は、５月から 10 月までの期間内における原則として

連続する休暇とし、任用期間が継続して６月以上、かつ、５月１日から 10

月 31日までの期間のいずれかの日に勤務する職員に限り、取得することが

できる。 

    (11)、(12)及び(13)の休暇は、１週間の勤務日が３日以上とされている

職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で１の年度の

所定勤務日数が 121 日以上であるものであって、６月以上の任期が定めら

れているもの又は６月以上継続勤務しているものに限り、取得することが

できる。 

(1) 公務災害又は通勤災害による病気休暇（勤務時間規則第 19 条の３第

２項第１号） 

  会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤

（議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和

42年埼玉県条例第 51号。以下「公務災害補償条例」という。）の適用を

受ける者にあっては同条例第２条の２第１項に規定する通勤、労働者災

害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号。以下「労働者災害補償法」とい

う。）の適用を受ける者にあっては同法第７条第２項に規定する通勤をい

う。）により負傷し、若しくは疾病にかかった場合の休暇は、その療養に

必要な期間とする。 

(2) 出産休暇（勤務時間規則第19条の３第２項第２号） 

  出産休暇は、出産予定日６週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週

間）前の日から産後８週間を経過する期間とする。ただし、職員から請

求があった場合において、任命権者が特に必要と認めるときは、出産予

定日前の期間及び産後の期間を併せて２週間の範囲内の期間を加算した

期間とする。 

(3) 妊産婦の通院休暇（勤務時間規則第 19条の３第２項第３号） 

  妊産婦の通院休暇は、同号に定める範囲内で必要と認められる時間と

する。 

(4) 妊婦の通勤休暇（勤務時間規則第 19条の３第２項第４号） 

  妊婦の通勤休暇は、同号に定める範囲内で必要と認められる時間とす

る。 

(5) 夏季休暇（勤務時間規則第 19条の３第２項第５号） 

  夏季休暇は、次のア又はイに示す日数とする。 

ア １週間の勤務時間が 29時間以上の会計年度任用職員の夏季休暇の付



与日数は、一の年の５月から 10月までの期間内における、４日の範囲

内の期間（ただし、当該期間における勤務日数が４日に満たない職員

にあっては、その勤務する日数）とする。 

イ １週間の勤務時間が 29時間未満の会計年度任用職員の夏季休暇の付

与日数は、一の年の５月から 10月までの期間内における、週所定勤務

日数（週以外の期間によって所定勤務日数が定められている会計年度

任用職員にあっては、１年間の所定勤務日数）に応じて別表第８に定

める日数の範囲内の期間（ただし、当該期間における勤務日数が別表

第８に定める日数に満たない職員にあっては、その勤務する日数）と

する。 

(6) 忌引休暇（勤務時間規則第 19条の３第２項第６号） 

  忌引休暇は、一般職の常勤職員の例により受けることができるものと

する。 

  (7) 交通途絶休暇（勤務時間規則第 19条の３第２項第７号） 

  交通途絶休暇は、その都度必要と認める期間とする。 

(8) 危険回避休暇（勤務時間規則第 19条の３第２項第８号） 

  危険回避休暇は、その都度必要と認められる期間とする。 

(9) 現住居が滅失等した場合の休暇（勤務時間規則第 19条の３第２項第９

号） 

  現住居が滅失等した場合の休暇は、連続する７日の範囲内の期間とす

る。 

(10) 結婚休暇（勤務時間規則第 19条の３第２項第 10号） 

   結婚休暇は、連続する 7日の範囲内の期間とする。   

(11) 出生サポート休暇（勤務時間規則第19条の３第２項第11号） 

   出生サポート休暇は、１の年度において５日（「任命権者が委員会

と協議して定める不妊治療」は、体外受精及び顕微授精とし、この場合

には10日）の範囲内の期間とする。 

(12) 出産補助休暇（勤務時間規則第19条の３第２項第12号） 

   出産補助休暇は、職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の

日後２週間を経過する日までの期間内における２日の範囲内においてそ

の都度必要と認められる期間とする。 

(13) 男性職員の育児参加のための休暇（勤務時間規則第19条の３第２項

第13号） 

男性職員の育児参加のための休暇は、同号に定める期間内における５

日の範囲内においてその都度必要と認められる期間とする。 

 



 ５ 会計年度任用職員の無給の特別休暇は、次のとおりとする。 

   ただし、(5)及び(6)の休暇は、１週間の勤務日が３日以上とされている職

員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で１の年度の所

定勤務日数が 121 日以上であるものであって、６月以上の任期が定められ

ているもの又は６月以上継続勤務しているものに限り、取得することがで

きる。 

   (7)の休暇は、１週間の勤務日が３日以上とされている職員又は週以外の

期間によって勤務日が定められている職員で１の年度の所定勤務日数が

121日以上であるものであって、当該休暇の期間の初日から 93日を経過す

る日（以下この項において「93日経過日」という。）を超えて引き続き在

職することが見込まれる場合に取得することができる（93日経過日から６

月を経過するまでの間に、任期が満了し、かつ、引き続き採用されないこ

とが明らかである場合を除く。）。 

   (8)の休暇は、１週間の勤務日が３日以上とされている職員又は週以外の

期間によって勤務日が定められている職員で１の年度の所定勤務日数が

121 日以上であるものであって、１日につき定められた勤務時間が６時間

15分以上である勤務日があるものに限り、取得することができる。 

(1) 私傷病の病気休暇（勤務時間規則第 19条の３第３項第１号） 

  4(1)以外の負傷又は疾病に係る療養のための休暇は、１の年度におい

て連続して 90日を超えない期間とする。 

 (2) 妊産疾病休暇（勤務時間規則第 19条の３第３項第２号） 

   妊娠中の会計年度任用職員が母子保健法（昭和 40 年法律第 141 号）

に規定する保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しな

いことがやむを得ないと認められる場合の休暇は、必要と認められる期

間とする。 

(3) 妊娠障害休暇（勤務時間規則第 19条の３第３項第３号） 

  妊娠障害休暇は、次のア又はイに示す日数とする。 

ア １週間の勤務時間が 29時間以上の会計年度任用職員にあっては、14

日間の範囲内の期間 

イ １週間の勤務時間が 29時間未満の会計年度任用職員にあっては、週

所定勤務日数（週以外の期間によって所定勤務日数が定められている

会計年度任用職員にあっては、１年間の所定勤務日数）に応じて別表

第９に定める日数の範囲内の期間 

(4) 育児時間（勤務時間規則第 19条の３第３項第４号） 

  労働基準法（昭和 22年法律第 49号）第 67条に規定する生後満１年に

達しない子を育てる場合の育児時間は、１日２回各々30分とする。 



(5) 子の看護休暇（勤務時間規則第 19条の３第３項第５号） 

  小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。以下(6)にお

いて同じ。）を養育する非常勤の職員が、当該子の看護のため勤務しない

ことが相当であると認められる場合の休暇は、１の年度において５日（小

学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、10 日）

の範囲内の日又は時間とする。 

(6) 短期介護休暇（勤務時間規則第 19条の３第３項第６号） 

  要介護家族（配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。以下同じ。）、父母、子、配偶者の父母及び勤務時間規則第

13 条第１項各号に掲げる者であって負傷、疾病又は老齢により２週間以

上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。）

の介護等のため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇は、

１の年度において５日（要介護家族が二人以上の場合にあっては、10日）

の範囲内の日又は時間とする。 

(7)介護休暇（勤務時間規則第 19条の３第３項第７号） 

  要介護家族の介護をするため、要介護家族ごとに、３回を超えず、かつ、

通算して 93日を超えない範囲内で指定する期間（以下「指定期間」とい

う。）内において勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇は、

指定期間内において必要と認められる期間とする。 

(8) 介護時間（勤務時間規則第 19条の３第３項第８号） 

  要介護家族の介護をするため、要介護家族ごとに、連続する３年の期間

（当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。）内において１

日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場

合の休暇は、当該連続する３年の期間内において１日につき２時間（当該

会計年度任用職員について１日につき定められた勤務時間から５時間 45

分を減じた時間が２時間を下回る場合にあっては、当該減じた残りの時

間）を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。 

(9) 生理休暇（勤務時間規則第 19条の３第３項第９号） 

  生理のため勤務が著しく困難な場合の休暇は、必要と認める日又は時

間とする。 

(10) ドナー休暇（勤務時間規則第 19条の３第３項第 10号） 

  勤務時間規則第 11 条第１項第 14 号に規定するドナー休暇は、必要と

認められた日又は時間とする。 

 ６ 会計年度任用職員の組合休暇は次のとおりとする。 

  任命権者の承認を得て登録された職員団体の業務に従事する場合（登録

された職員団体の規約に定める機関で勤務時間規則第 12条第１項で定める



機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団

体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団

体の業務と認められるものに従事する場合に限る。）の組合休暇は、１の年

度について 30日の範囲内とする。 

第８ 職務専念義務免除 

  会計年度任用職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和 26年

埼玉県条例第 38号）及び職務に専念する義務の特例に関する規則（埼玉県人

事委員会規則 12－２）に基づき、その職務に専念する義務を免除されること

ができるものとする。 

第９ 育児休業等 

 １ 会計年度任用職員は、職員の育児休業等に関する条例（平成４年埼玉県条

例第６号）に基づき、育児休業及び部分休業をすることができる。 

 ２ 部分休業により勤務しない場合には、減額して報酬を支給するものとす

る。 

第 10 服務 

  会計年度任用職員の服務は、地公法第 30 条から第 38 条までの規定及びこ

れに基づく条例、規則等の定めるところによる。 

  ただし、服務の性質上これにより難いものについては、この限りではない。 

第 11 服務の宣誓 

  新たに会計年度任用職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例（昭

和 26 年埼玉県条例第８号）に基づき、服務の宣誓を行わなければならない。 

  任期満了後、引き続き再度任用される場合においても、服務の宣誓を行わな

ければならない。 

第 12 営利企業従事等許可 

 １ 第１号会計年度任用職員が営利企業に従事等しようとするときは、所属

長に届け出なければならない。 

 ２ 第２号会計年度任用職員が地公法第 38条第１項に規定する営利企業に従

事等しようとするときは、一般職の常勤職員の例により許可を得なければ

ならない。 

第 13 分限 

 １ 会計年度任用職員の分限は、分限条例に基づき行う。 

 ２ 休職をしている期間については、報酬を支給しない。 

第 14 懲戒 

  会計年度任用職員の懲戒は、職員の懲戒手続及び効果に関する条例(昭和 26

年埼玉県条例第 52号)に基づき行う。 

第 15 社会保険の適用 



  会計年度任用職員の社会保険の適用については、健康保険法（大正 11年法

律第 70号）、厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115号）、雇用保険法（昭和

49年法律第 116号）及び地方公務員共済組合法（昭和 37年法律第 152号）に

定めるところによる。 

第 16 災害補償 

  会計年度任用職員が公務等のため負傷し、病気にかかり、又は死亡した場合

においては、労働者災害補償法の適用を受ける者を除き、公務災害補償条例及

び地方公務員災害補償法（昭和 42年法律第 121号）の定めるところにより補

償するものとする。 

第 17 雑則 

  この要綱により難い事情があると認められるときは、教育長に協議の上、別

段の取扱いをすることができる。 

 

  附 則 

 １ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 ２ この要綱の施行日前に、非常勤要綱に基づき任用されていた非常勤職員

及び臨時職員取扱要綱（昭和 57年５月１日教総第 96号）に基づき任用され

ていた臨時職員が、引き続き会計年度任用職員に任用される場合には、非常

勤職員及び臨時職員の年次休暇の残日数は、会計年度任用職員の年次休暇と

して引き継ぐものとする。 

 ３ この要綱の施行日前に、非常勤要綱に基づき任用されていた非常勤職員

及び臨時職員取扱要綱に基づき任用されていた臨時職員が、引き続き会計年

度任用職員に任用される場合には、別表第６及び別表第７の勤続年数（第１

種会計年度任用職員）の算定に当たっては、一般職の常勤職員並びに引き続

き任用された非常勤職員及び臨時職員の勤続年数を、別表第６及び別表第７

の年度（第２種会計年度任用職員）の算定に当たっては、非常勤職員及び臨

時職員の採用初年度からの年度を通算するものとする。 

    附 則 

  この要綱は、令和３年２月１日から施行する。 

  附 則 

  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

  この要綱は、令和４年１月１日から施行する。 

  附 則 

  この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

  附 則 



  この要綱は、令和４年１０月１日から施行する。 

  附 則 

  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則 

 １ この要綱は、令和６年１月３０日から施行する。ただし、第５の４の規定

については、令和６年４月１日から施行する。 

 ２ この要綱の規定（第５の４の規定を除く。）は、令和５年４月１日から適

用する。 

  附 則 

  この要綱は、令和７年１月２４日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 



 

 

様式第１

　主な届出の理由
　□　新規（勤務公署の変更を含む。）
　□　住居の変更
　□　通勤経路の変更
　□　通勤方法の変更
　□　運賃等の負担額の変更
　□　勤務日数の変更
　　上記事実の発生年月日
　　　 　　　　　　　　　　 年　　　　月　　　　日

　　会計年度任用職員取扱要綱に基づき通勤の実情を届け出ます。

１箇月の勤務日数

日

通勤経路の略図（経路朱線。別紙添付の場合は本欄にその旨を記入すること。）

通勤に係る費用弁償に関する届

提　　　出
様

勤 務 公 署 名

所 在 地

住 居

　 　　年　　　月　　　日

氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

円　　．　km

円

　　時間　 分

2 　 　　から（　　　　）　　　まで 　　．　km 　　時間　 分

3

　　時間　 分

　　．　km 　　時間　 分

　　時間　 分

5 　 　　から（　　　　）　　　まで 　　．　km

4 　 　　から（　　　　）　　　まで 　　．　km

　 　　から（　　　　）　　　まで

【新幹線鉄道等利用者のみ記入すること】　　　新幹線鉄道等を利用しない場合の通勤の経路及び方法等

順路 通勤方法の別 区 間 距 離 所 要 時 間 備 考

他 に 利 用 で き る
交 通 機 関 等 の
名 称 及 び
利 用 区 間 等

6 　 　　から（　　　　）　　　まで

備 考

総通勤距離

総所要時間

　　．　   　km

　　　時間　　　分

距 離 所 要 時 間
乗 車 券 等
の 種 類

左 欄 の 乗 車
券 等 の 額

円

　　．　km 　　時間　 分 円

円

円

順路 通勤方法の別 区 間

1  住居から（    経由）  　　まで

5 　 　　から（　　　　）　　　まで 　　．　km

　 　　から（　　　　）　　　まで 　　．　km

　　時間　 分3 　 　　から（　　　　）　　　まで 　　．　km

6

他 に 利 用 で き る
交 通 機 関 等 の
名 称 及 び
利 用 区 間 等

　 　　から（　　　　）　　　まで 　　．　km 　　時間　 分

　　時間　 分4

総通勤距離 　　．　   　km

総所要時間 　　　時間　　　分

　　時間　 分

　　時間　 分2 　 　　から（　　　　）　　　まで 　　．　km

　　時間　 分1  住居から（    経由）  　　まで 　　．　km



 

氏名

記入上の注意
１　 この届には通常行っている通勤の実情のみを記入し、例外的な方法等は記入しない。

２　 「主な届出の理由」欄には、通勤届の主な理由の一について□に■印を付する。

３   「主な届出の理由」欄中、「通勤経路の変更」には、勤務公署の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含む。

４ 　「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線、○○新幹線等の別を記入する。

５ 　「乗車券等の種類」欄には、通勤に使用する乗車券等（1か月定期、回数券、優待乗車券等）の別を記入する。

６ 　「左欄の乗車券等の額」欄には、通勤に使用する乗車券等（1か月定期、回数券、優待乗車券等）の額を記入する。

７ 　「備考」欄には、順路の区分別に、定期券を持たない理由、回数券の片道及び月間の使用枚数等を記入する。

８ 　往路と帰路とが異なる場合は、「備考」欄にその旨と理由を記入する。

９　 通勤経路の略図（経路朱線）は、別紙添付として差し支えない。なお、この場合は「通勤経路の略図」欄にその旨を記入する。

１０　 新幹線鉄道等を利用して通勤している者は、表面の下欄に新幹線鉄道等を利用しない場合の通勤の経路及び方法等を記入する。

1１　通勤の実情の一部に変更がある場合には、変更内容に関係のない事項の記入を省略することができる。         

確認及び決定欄（提出者は記入しないこと。） 　年　　　月　　　日受理

順

路 交 通 機 関 等 の 名称 利 用 区 間

1 　　　　　　　　　　　　円

2 　　　　　　　　　　　　円

3 　　　　　　　　　　　　円

4 　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　円

１か月の運賃等の額の総額 ①　　　　　　　　　　 円

自動車等の額（自動車等の使用距離　　　　　　　　　．　　　　km） ②　　　　　　　　　　 円

利 用 区 間

　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　円

１か月の特別料金等の額の総額 　　　　　　　　　　　　円

１か月の特別料金等の２分の１相当額（２万円を超える場合は２万円） ③　　　　　　　　　　 円

支 給 の 始 期 　　　年　　　月　　　日

□　該当　（□規則第５条に相当：歩行困難） １か月の費用弁償の額

　 □第１号に相当：交通機関等利用 （①～③の合計）

　 □第２号に相当：自動車等使用 備考：

　 □第３号に相当：併用

　　　　(規則第8条の3 

　　　　　　　 □第１号に相当：自動車等使用距離1.5km以上　

　　　　　　 　□第２号に相当：自動車等使用距離1.5km未満

　　　　　　　　　　　 　　　　　かつ運賃等相当額2,000円以上

　　　　　　　 □第３号に相当：自動車等使用距離1.5km未満

　　　　　　　　　　　 　　　　　かつ運賃等相当額2,000円未満）

□　非該当

□条例第10条第3項相当該当：新幹線鉄道等利用（□往復　□片道）

　　職　名

　　氏　名

（裏　面）

算 出 の 基 礎 と な る 交 通 機 関 等 定期券・回数券
そ の 他 の 別

１ か 月 の 運 賃 等
の 額 の 算 出 基 礎

１ か 月 の
運 賃 等 の 額

円

　　（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

計

特別料金等の算出の基礎となる交通機関等 定期券・回数券
そ の 他 の 別

１か月の特別料金等
の 額 の 算 出 基 礎

１ か 月 の
特 別 料 金 等 の 額交 通 機 関 等 の 名 称

　 会計年度任用職員取扱要綱に従い上記のとおり確認し決定する。
取

扱
者
確

認

欄

　　　　年　　　　月　　　　　日

決

定

事

項

条 例 第 10 条 第 1 項 相 当 該 当 ・ 非 該 当



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 　　　　　　円 　　　　　　円 　　　　　　円

2 　　　　　　円 　　　　　　円 　　　　　　円

3 　　　　　　円 　　　　　　円 　　　　　　円

4 　　　　　　円 　　　　　　円 　　　　　　円

　　　　　　円 計 　　　　　　円 計 　　　　　　円

② 自 動 車 等 の 額 円 自 動 車 等 の 額 円 自 動 車 等 の 額 円

　　　　　　　　　円 　　　　　　円 　　　　　　円

　　　　　　　　　円 　　　　　　円 　　　　　円

備考： 備考： 備考：

運賃改正等に係る確認及び決定欄（運賃改正等による１箇月の運賃等の額・特別料金等の２分の１相当額）

順
路

　　年　　月　　日適用□運賃改正□規定改正 　　年　　月　　日適用□運賃改正□規定改正 　　年　　月　　日適用□運賃改正□規定改正

１ か 月 の 運 賃 等
の 額の 算出 基礎

１ か 月 の
運 賃 等 の 額

１ か 月 の 運 賃 等
の 額の 算出 基礎

１ か 月 の
運 賃 等 の 額

１ か 月 の 運 賃 等
の 額の 算出 基礎

１ か 月 の
特別料金等の額

１ か 月 の
運 賃 等 の 額

計

①
１ か 月 の 運 賃 等
の 額 の 総 額

円
１ か 月 の 運 賃 等
の 額 の 総 額

円
１ か 月 の 運 賃 等
の 額 の 総 額

円

１ か 月 の 特 別 料 金
等 の 額 の 算 出 基 礎

１ か 月 の
特別料金等の額

１か月の特別料金等
の 額 の 算 出 基 礎

１ か 月 の
特別料金等の額

１か月の特別料金等
の 額 の 算 出 基 礎

１ か 月 の 特 別 料 金
等 の 額 の 総 額

　　　　　　　　　円
１か月の特別料金等
の 額 の 総 額

１か月の特別料金等
の 額 の 総 額

　　　　　　　　　円

③
特 別 料 金 等 の
２ 分 の １ 相 当 額

円
特 別 料 金 等 の
２ 分 の １ 相 当 額

円
特 別 料 金 等 の
２ 分 の １ 相 当 額

円

　　　　　　円

決
定
事
項

改 定 後 の 額 の
支 給 の 始 期

　　年　　月　　日分から
改 定 後 の 額 の
支 給 の 始 期

　　年　　月　　日分から

　　年　　月　　日 　　年　　月　　日
改 正 に 係 る
決 定 年 月 日

改 正 に 係 る
決 定 年 月 日

　　年　　月　　日

　　年　　月　　日分から

改定後の費用弁償の
額 ① ～ ③ の 合 計

円
改定後の費用弁償の
額 ① ～ ③ の 合 計

円
改定後の費用弁償の
額 ① ～ ③ の 合 計

円

改 定 後 の 額 の
支 給 の 始 期

改 正 に 係 る
決 定 年 月 日

取
扱
者
確
認
欄

取
扱
者
確
認
欄

取
扱
者
確
認
欄



 
 

 

 

 

 

 

 

様式第２

1

2

3

4

5

6

（注）１　

　　　　 ２

　　　　 ３

会計年度任用職員の費用弁償計算書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課所名  

氏名

順
路

旅 行 命令
権 者
確 認 欄

旅行期間

算 出 の 基 礎 と な る 交 通 機 関 等

交通機関等の名称 利 用 区 間

定 期 券 ・ 回 数 券
そ の 他 の 別

１ か 月 の 運 賃 等
の 額 の 算 出 基 礎

１ か 月 の
運 賃 等 の 額

　　　円

　　　円

　　　円

　　　円

　　　円

①　　　　　　　　　　円

②　　　　　　　　　　円

１か月の運賃等の額の総額

自動車等の額（自動車等の使用距離　　　　　　　　．　　　　km）

１か月の特別料金等
の 額 の 算 出 基 礎

１ か 月 の
特 別 料 金 等 の 額

　　　円

費　用　弁　償　の　額

交 通 機 関 等 の 名 称 利 用 区 間

特別料金等の算出の基礎となる交通機関等

③　　　　　　　　　　円

備

考

年　      　　　月

合計　　                        　日

費

用

弁

償

の

額

の

算

出

定 期 券 ・ 回 数 券
そ の 他 の 別

計

　旅行期間欄は、月の初日から末日までの間で、実際に
勤務した日を記入すること

　 費用弁償の額の算出欄は、様式第１の確認、決定欄
に基づいて記入すること

   費用弁償の額欄は、会計年度任用職員取扱要綱によ
り例によることとされている「非常勤職員の通勤に係る費
用弁償の取扱要領」の定めにより算出した額を記入する
こと

（　①～③の合計額　）
円

　　　円

１か月の特別料金等の額の総額

１か月の特別料金等の２分の１相当額（２万円を超える場合は２万円）

　　　円



別表第１ 
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別表第４ 

 



別表第５ 

 

 

 

 

 

別表第６ 

勤 続 年 数 

（第１種会計年度任用職員） 
１年未満 １年 ２年 ３年 ４年 ５年以上 

年     度 

（第２種会計年度任用職員） 

採  用 

初 年 度 
２年度目 ３年度目 ４年度目 ５年度目 

６年度目 

以  上 

年次休暇日数 10 12 14 16 18 20 

 

注１：他の課（所）から引き続き採用する場合の表中「年度（第２種会計年度任用職員）」の

算定にあたっては、採用初年度からの年度を通算するものとする。 

注２：第１種会計年度任用職員の場合の勤続年数の算定にあたっては、一般職の常勤職員と

しての勤続年数を通算するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第７ 

週所

定勤

務日

数 

１年

間の

所定

勤務

日数 

  

勤続 

年数 

(第１

種会計

年度任

用職

員) 

１

年

未

満 

１

年 

２

年 

３

年 

４

年 

５

年 

６

年 

７

年 

８

年 

９

年 

10

年 

11

年 

12

年 

13

年 

14

年 

15

年

以

上 

年  

度 

(第２

種会計

年度任

用職

員) 

採 

用 

初

年

度 

２

年

度

目 

３

年

度

目 

４

年

度

目 

５

年

度

目 

６

年

度

目 

７

年

度

目 

８

年

度

目 

９

年

度

目 

10

年

度

目 

11

年

度

目 

12

年

度

目 

13

年

度

目 

14

年

度

目 

15

年

度

目 

16

年

度

目 

以

上 

１日 
48 日から 72 日

まで 
1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

２日 
73 日から 120 日

まで 
3 4 4 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

３日 
121 日から 168

日まで 
5 6 6 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

４日 
169 日から 216

日まで 
7 8 9 10 12 13 15 16 17 18 19 20 20 20 20 20 

５日 

以上 
217 日以上 10 11 12 14 16 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 

注１：他の課（所）から引き続き採用する場合の表中「年度（第２種会計年度任用職員）」の

算定にあたっては、採用初年度からの年度を通算するものとする。 

 注２：第１種会計年度任用職員の場合の勤続年数の算定にあたっては、一般職の常勤職員とし

ての勤続年数を通算するものとする。 

注３：表中「１年間の所定勤務日数」の項は週以外の期間によって所定勤務日数が定められて

いる会計年度任用職員に限り、用いるものであること。 

注４：表中「週所定勤務日数」の項及び「１年間の所定勤務日数」の項の適用については、

任期の初日における勤務条件によって判断するものとする。 



   なお、当該任期の途中に当該所定勤務日数が変更された場合においても、年次休暇の

日数については変更しないものであること。 

 

別表第８ 

週所定勤務日数 1 年間の所定勤務日数 夏季休暇の日数 

５日 217 日以上 

３ 

４日 169 日から 216 日まで 

３日 121 日から 168 日まで 

２日 73 日から 120 日まで 

１日 48 日から７２日まで 

 

注１：表中「１年間の所定勤務日数」の項は週以外の期間によって所定勤務日数が定められて

いる会計年度任用職員に限り、用いるものであること。 

注２：表中「週所定勤務日数」の項及び「１年間の所定勤務日数」の項の適用については、任

期の初日における勤務条件によって判断するものとする。 

なお、当該任期の途中に当該所定勤務日数が変更された場合においても、夏季休暇の

日数は変わらないものであること。 

 

 

別表第９ 

週所定勤務日数 １年間の所定勤務日数 
妊娠障害 

休暇の日数 

５日 217 日以上 14 

４日 169 日から 216 日まで 10 

３日 121 日から 168 日まで ８ 

２日 73 日から 120 日まで ５ 

１日 48 日から 72 日まで ２ 

 



注１：表中「１年間の所定勤務日数」の項は週以外の期間によって所定勤務日数が定められて

いる会計年度任用職員に限り、用いるものであること。 

注２：表中「週所定勤務日数」の項及び「１年間の所定勤務日数」の項の適用については、任

期の初日における勤務条件によって判断するものとする。 

なお、当該任期の途中に当該所定勤務日数が変更された場合においても、妊娠障害休

暇の日数は変わらないものであること。 

 



会計年度任用職員取扱要綱の運用について 
 

第４（任用）関係 

１ 公募の方法については、公共職業安定所（ハローワーク）への求人申込み、広

報紙への掲載、関係機関等への周知等の方法を、求める人材に応じて適宜行うこ

と。 

２ 職務の性質や任用の緊急性等の事情から、公募により難い場合には、あらかじ

め教育長に協議しなければならない。 

３ 公募の例外として「教育長が特に認める場合」とは以下のとおりとする。 

  (1) 職務内容から候補者が限定され、公募にそぐわない以下の場合。 

    ア 関係団体からの推薦を受けて任用することが適当な場合 

  イ 特定分野の行政経験が必要な場合 

  ウ 従前からア又はイにより非常勤職員取扱要綱（昭和 50 年５月１日教総第

107号）に基づき非常勤職員として任用している場合 

 (2) 緊急な任用が必要で、公募する時間がない場合。 

４ 任用する際には、通知書以外に、会計年度任用職員取扱要綱(令和２年３月 31

日教総第 1511号)及び次の事項を記載した書面を併せて交付すること。 

 (1) 就業の場所及び従事すべき業務の内容に関する事項 

(2) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日・

休暇並びに、交替制勤務における就職時転換に関する事項 

  (3) 給与に関する事項 

  (4) 退職事由 

  (5) 社会保険に関する事項 

  (6) 研修に関する事項 

  (7) 福利厚生施設に関する事項 

  (8) 相談窓口に関する事項 

５ 通知書の書面による交付は、会計年度任用職員が希望する場合においては、人

事給与管理システム（埼玉県教育局等職員服務規程（昭和 51 年訓令第４号。以

下「服務規程」という。））第 14 条の５第１項に規定する人事給与管理システ

ムをいう。以下同じ。）による通知をもってこれに代えることができる。 

６ 会計年度任用職員は、任期の途中に退職しようとするときは、服務規程第 26

条の手続の例により、退職願（服務規程様式第 25 号）を所属長に提出しなけれ

ばならない。 

第６（勤務日等）関係 

１ 会計年度任用職員の勤務時間の割振りについては、その職及び業務内容の実情

に応ずるよう、かつ、明確に割振りを定めること。 

２ 日額で報酬を定められている職員については、原則として、休日には勤務を割

り振らないようにすること。 

第７（休暇）関係 

１ 第１種会計年度任用職員が、暦年の中途において採用された場合においては、

退職時に有していた年次休暇の残日数（１日未満の端数（１時間未満の端数があ

るときは、これを切り上げた時間）を含む。）を引き継ぐものとする。 

２ １週間の勤務時間が 29 時間以上の会計年度任用職員の年次休暇及び夏季休暇

の取扱いは、次のとおりとする。 

(1) １週間の勤務時間が 29 時間以上の会計年度任用職員（第１種会計年度任用

職員を除く。）が年度の中途に採用された場合には、当該年度において、採用



月に応じて次のとおり年次休暇を受けることができるものとする。 

 

採用月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

日 数 10 10 10 10 10 10 5 4 3 3 2 1 

(2) 年次休暇は、１日、半日、１時間又は 30 分を単位として受けることができ

るものとする。 

(3) 半日を単位とする年次休暇は、１回の勤務に割り振られた勤務時間が７時間

45 分とされている場合において、休憩時間をはさんだ前後の勤務時間の差が

45 分以内であって当該休憩時間の前後のいずれか一方の勤務時間の全てを勤

務しないときに使用できるものとする。 

(4) (2)の規定にかかわらず、１回の勤務に割り振られた勤務時間が７時間 45分

未満とされている場合において、休憩時間をはさんだ前後の勤務時間の差が 45

分以内であって当該休憩時間の前後のいずれか一方の勤務時間の全てを勤務

しないときに、当該勤務時間の時間数（30分未満の端数を含む。）を使用でき

るものとする。 

(5) 時間又は分を単位とする年次休暇を日に換算する場合は、勤務日ごとの勤務

時間数が同一である会計年度任用職員にあっては、その者の勤務日の１日当た

りの勤務時間（１時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間）をも

って１日とし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員

（以下「非同一型会計年度任用職員」という。）にあっては、６時間をもって

１日とする。ただし、非同一型会計年度任用職員のうち、１日当たりの平均勤

務時間（１時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間）が７時間で

ある職員にあっては７時間を、８時間である職員にあっては８時間をもって１

日とする。 

(6) 夏季休暇は、１日又は半日を単位とし、時間を単位とする夏季休暇は受ける

ことができないものとする。 

(7) (3)の規定は、半日を単位とする夏季休暇の使用について準用する。この場

合において、同(3)中「７時間 45 分」とあるのは、「７時間 45 分以下」と読

み替えるものとする。 

 ３ １週間の勤務時間が 29 時間未満の会計年度任用職員の年次休暇及び夏季休暇

の取扱いは、次のとおりとする。 

(1) １週間の勤務時間が 29 時間未満の会計年度任用職員（第１種会計年度任用

職員を除く。）が、年度の中途において採用された場合には、当該年度におい

て、採用月に応じて次のとおり年次休暇を受けることができるものとする。 

 

週所定勤務

日数 

１年間の所定勤務

日数 
  
採用

月 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

１日 48日から 72日まで 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

２日 73日から 120日まで 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 0 

３日 121日から 168日まで 5 5 5 5 5 5 3 2 2 1 1 0 

４日 169日から 216日まで 7 7 7 7 7 7 4 3 2 2 1 1 

５日 

以上 
217日以上 10 10 10 10 10 10 5 4 3 3 2 1 

 

(2) ２の(2)から(7)までの規定は、１週間の勤務時間が 29 時間未満の会計年度



任用職員に準用する。 

４ 年次休暇の繰越しの取扱いは、次のとおりとする。 

(1) 年次休暇（１日未満の端数も含む。）は翌年度（第１種会計年度任用職員に

あっては翌年）に繰り越すことができる。繰り越された休暇はその年度（第１

種会計年度任用職員にあってはその年）に限り有効であること。 

(2) 年次休暇の繰越日数は、次の算式により計算するものであること。この場合、

１日の年次休暇を時間に換算する場合は第７（休暇）関係の２の(5)に定める

時間とし、半日の年次休暇を時間に換算する場合は４時間をもって行うものと

すること。 

    要綱の規定に基づく休暇日数(A)＋（前年度又は前年から繰り越された休暇

日数(B)－その年度又は年に与えた（使用された）休暇日数(C)）＝その年度又

は年の休暇の残日数(D)（翌年度又は翌年に繰り越される休暇日数） 

（注）１ (D)に半日（0.5日）単位がある場合は、４時間に換算すること。 

２ (D)が前年度又は前年に付与した年次休暇の日数を超えるときは、

(D)は前年度又は前年に付与した年次休暇の日数を上限とすること。 

５ 通勤休暇は、１分を単位として受けることができるものとする。 

６ 結婚休暇の取扱いは、次のとおりとする。 

(1) 会計年度任用職員が婚姻関係（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

であるものを含む。）に入ることが確実な場合に受けることができるものとす

る。 

(2) 会計年度任用職員が結婚生活に入るため、社会通念上必要と認められる諸行

事等、例えば、結婚式、旅行、婚姻届の提出等を行うため、おおむね結婚の日

の５日前から、結婚の日の後１月を経過する日までの期間において受けること

ができるものとする。 

 この場合の「結婚の日」とは、社会的に結婚したと認められる日であり、「結

婚式の日」、「婚姻届の提出日」等がこれに当たり、「結婚の日」とし得る日

が複数ある場合、いずれの日を「結婚の日」とするかは、会計年度任用職員が

選択することができるものとする。 

 ただし、職務が繁忙な場合など合理的な理由による場合には、結婚の日の後

１月を経過した日以後も受けることができるものとする。 

 なお、結婚式も行わず、婚姻届も提出しないような場合における「結婚の日」

については、社会通念に基づき個別に判断するものとする。 

７ 出生サポート休暇の取扱いは、次のとおりとする。 

(1) 1日又は1時間を単位として受けることができるものとする。 

(2) 時間を単位とする出生サポート休暇を日に換算する場合は、２の(5)の方法

に準じて取り扱う。 

８ 出産補助休暇の取扱いは、次のとおりとする。 

(1) 1日、1時間又は30分を単位として受けることができるものとする。 

(2) 時間を単位とする出産補助休暇を日に換算する場合は、２の(5)の方法に準

じて取り扱う。 

９ 男性の育児参加のための休暇の取扱いは、次のとおりとする。 

(1) 1日、1時間又は30分を単位として受けることができるものとする。 

(2) 時間を単位とする男性職員の育児参加のための休暇を日に換算する場合は、

２の(5)の方法に準じて取り扱う。 

10 私傷病の病気休暇の取扱いは、次のとおりとする。  

(1) １日又は１時間を単位として受けることができるものとする。 



(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年埼玉県人事委員会規則

13―18。以下「勤務時間規則」という。）第19条の３第11条第２項の「任命権

者が委員会と協議して定める時間」は、次に掲げる時間とする。 

ア 地方公務員育児休業法第19条第１項に規定する部分休業の承認を受けて

勤務しない時間 

イ 勤務時間規則第19条の３第２項第３号及び第４号並びに同条第３項第３

号、第４号及び第９号に掲げる場合における特別休暇により勤務しない時間 

ウ 介護休暇により勤務しない時間 

エ 妊娠中の職員が母子保健法（昭和40年法律第141号）に規定する保健指導

又は健康診査に基づく指導事項を守るため休息又は補食する場合における

職務に専念する義務の特例に関する規則（昭和27年埼玉県人事委員会規則12

－２）第２条第13号の規定により勤務しない時間 

オ 介護時間により勤務しない時間 

(3) 勤務時間規則第 19条の３第 13項の「定期的に通院加療を行うことが医学的に

みて明らかに必要と判断された場合」とは、身体に係る慢性的疾患に対する治療

行為であって、例えば人工透析のような経過の長いものについて、主治医等が当

該治療行為のため定期的に通院加療を行うことが必要と認める場合をいうもの

であること。 

11 妊娠障害休暇は、１日を単位とし、時間を単位とする妊娠障害休暇は受けるこ

とができないものとする。 

12 育児時間の対象となる生後満一年に達しない生児は、地方公務員の育児休業等

に関する法律（平成３年法律第 110号。以下「地方公務員育児休業法」という。）

第２条第１項に規定する育児休業等の対象となる子の範囲と同一の範囲の生児

とする。 

13 子の看護休暇の取扱いは、次のとおりとする。 

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子（地方公務員育児休業法第２条に規定す

る子をいい、配偶者の子を含む。第７（休暇）関係の 13 において同じ。）を

養育する会計年度任用職員が、その子の看護（負傷し若しくは疾病にかかった

その子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るためにその子に予防接種若し

くは健康診断を受けさせることをいう。）のため勤務しないことが相当である

と認められる場合に受けることができるものとする。 

(2) １年度につき５日（その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が２人

以上の場合にあっては、10日）の範囲内の期間において、１日又は１時間を単

位として受けることができるものとする。 

   なお、この休暇については、翌年度への繰越しは認められない。 

(3) 時間を単位とする子の看護休暇を日に換算する場合は、２の(5)の方法に準

じて取り扱う。 

14 会計年度任用職員の短期介護休暇の取扱いは、次のとおりとする。 

(1) 次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により２週間以上の期間にわたり日常生

活を営むのに支障がある者（以下、第７（休暇）関係の 14 において「要介護

者」という。）の介護、要介護者の通院等の付添い、又は要介護者が介護サー

ビスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当である

と認められる場合に受けることができるものとする。 

  イ 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以

下同じ。）、父母、子及び配偶者の父母 



   ロ 祖父母、孫及び兄弟姉妹 

ハ 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子 

(2) (1)でいう「介護」とは要介護者の食事、入浴、着替え、排泄等の身の回り

の世話等を行うことをいう。 

(3) (1)のハに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居している者に限る。

ここでいう「同居」には、会計年度任用職員が要介護者の居住している住宅に

泊まり込む場合等を含むものとする。 

(4) １年度につき５日（要介護者が２人以上の場合にあっては、10日）の範囲内

の期間において、１日又は１時間を単位として受けることができるものとする。 

   なお、この休暇については、翌年度への繰越しは認められない。  

(5) 時間を単位とする短期介護休暇を日に換算する場合は、２の(5)の方法に準

じて取り扱う。 

15 介護休暇の取扱いは次のとおりとする。 

(1) 「要介護者」とは第７（休暇）関係の 14(1)で規定する要介護者と同様の者

であること。 

(2) 要介護者のうち、第７（休暇）関係の 14(1)のハに掲げる者にあっては、会

計年度任用職員と同居している者に限る。ここでいう「同居」には、会計年度

任用職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含むものとす

る。 

(3) 「介護」とは第７（休暇）関係の 14(2)で規定する介護と同様のことである

こと。 

(4) 勤務時間規則第 19 条の３第７項の「任期が満了」することが明らかでない

かどうかの判断は、当該休暇の申請の時点において判明している事情に基づき

行うものとし、「引き続き採用」されるものであるかどうかの判断は、その雇

用形態が社会通念上中断されていないと認められるかどうかにより行うもの

とする。 

(5) 介護休暇は、１日を単位として受けることができるものとする。 

(6) 介護休暇の承認を受けようとするときは、服務規程第 10 条第３項に規定す

る一般職の常勤職員の介護休暇の手続を準用し、介護休暇簿（様式第２号）を

決裁権者に提出しなければならない。 

   なお、その他承認等の手続及び指定期間の指定については、一般職の常勤

職員の介護休暇の取扱いを準用する。 

(7) 介護休暇期間における介護休業給付金の給付については雇用保険法（昭和 49

年法律第 116 号）及び地方公務員共済組合法（昭和 37 年法律第 152 号。以下

「共済組合法」という。）に定めるところによる。 

(8) 介護休暇をしようとしたこと、又はしたことを理由として職員を不利益に取

り扱うことは禁止されていることから、任期満了時における再度の任用の手続

や勤務条件の変更などの際には十分留意すること。 

16 介護時間の取扱いは、次のとおりとする。 

(1) 「要介護者」とは第 7（休暇）関係の 14(1)で規定する要介護者と同様の者

であること。 

(2) 要介護者のうち、第 7（休暇）関係の 14(1)のハに掲げる者にあっては、会

計年度任用職員と同居している者に限る。ここでいう「同居」とは、会計年度

任用職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含むものとす

る。 

(3) 「介護」とは第 7（休暇）関係の 14(2)で規定する介護と同様のことである



こと。 

(4) 会計年度任用職員の介護時間の承認については、要介護者ごとに、連続する

３年の期間（会計年度任用職員の介護時間の対象となる要介護者について介護

休暇を取得する場合においては、当該介護休暇に係る指定期間と重複する期間

を除く。）内において、次に掲げる区分に応じ、当該区分に応じて定める時間

を超えない範囲内で行うものとし、当該承認する時間は１日につき２時間を超

えないものとする。 

イ ロに掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 当該会計年度任

用職員の１日の勤務時間から５時間 45分を減じた時間 

ロ 地方公務員育児休業法第 19 条第１項に規定する部分休業の承認を受けて

勤務しない時間のある会計年度任用職員 当該会計年度任用職員の１日の

勤務時間から当該部分休業により勤務しない時間に５時間 45 分を加えた時

間を減じた時間 

(5) 会計年度任用職員の介護時間の単位は、30分とし、当該休暇は、１日を通じ、

始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した、(4)に規定する時間の

範囲内とする。 

(6) 会計年度任用職員の介護時間の承認を受けようとするときは、服務規程第 10

条第３項に規定する一般職の常勤職員の介護時間の手続の例により、介護時間

簿（服務規程様式第８号の２）を決裁権者に提出しなければならない。 

(7) 会計年度任用職員の介護時間制度を利用しようとしたこと、又は利用したこ

とを理由として職員を不利益に取り扱うことは禁止されていることから、任期

満了時における再度の任用の手続や勤務条件の変更などの際には十分留意す

ること。 

17 要綱第７の５(6) 並びに第７（休暇）関係の 14(1)のイにいう「届出をしない

が事実上婚姻関係と同様の事情にある者」及び第７（休暇）関係の６(1)にいう

「届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情であるもの」には、性別が同一で

ある二者間の場合を含むものとする。 

18 休暇の承認又は届出等の手続は、一般職の常勤職員の例によるものとする。   

19 会計年度任用職員の年次休暇、特別休暇（介護休暇及び介護時間を除く。以下

同じ。）及び組合休暇の決裁権者への届出又は申請は、人事給与管理システムに

よるものとする。ただし、これにより難い場合は、年次休暇、特別休暇（公務災

害又は通勤災害による病気休暇（勤務時間規則第 19 条の３第２項第１号）及び

私傷病の病気休暇（勤務時間規則第 19 条の３第３項第１号）を除く。）及び組

合休暇にあっては会計年度任用職員休暇簿（様式第１号）を、特別休暇のうち公

務災害又は通勤災害による病気休暇及び私傷病の病気休暇にあっては病気休暇

簿（服務規程様式第７号の２）を決裁権者に提出することができる。 

20 会計年度任用職員休暇簿（様式第１号）の記載方法は、次のとおりとする。 

 (1) 「休暇の期間」の欄について、休暇の期間が１日以内の場合は上の「から」 

  の月日欄のみ記入し、下の「まで」の月日欄は空欄のままとすること。 

 (2) ２つ以上の休暇を届出又は申請するときは、その期間が引き続いていても、 

  それぞれ別行に記載すること。 

 (3) 半日単位、時間単位又は分単位で休暇を届出又は申請するときは、必ず備考 

    欄に午前・午後の別又は始期と終期の時刻を記載すること。 

 (4) 休暇簿の訂正は、変更後の期間等を別行に朱書すること。その際、「休暇の 

  理由」欄には、「変更」又は「取消」と記載すること。 

 (5) 基準日とは年次休暇を 10 日以上付与した日のこととする。 



 (6) 「当該前年度基準日以降に取得した日数」欄には、当該前年度基準日から当 

  該前年度末までに取得した年次休暇の日数を記入すること。 

第８（職務専念義務免除）関係 

 １ 職務専念義務免除の手続は、一般職の常勤職員の例によるものとする。 

 ２ 会計年度任用職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和 26年埼 

  玉県条例第 38号）第２条第１号若しくは第２号又は職務に専念する義務の特例 

  に関する規則（昭和 27年埼玉県人事委員会規則 12－２）第２条第１号、第２号、 

  第４号、第９号、第 12号若しくは第 13号に該当する場合として、職務に専念す 

  る義務の免除について承認を受けようとするときは、人事給与管理システムによ 

  り決裁権者に申請するものとする。ただし、これにより難い場合は、職務専念義 

  務免除願簿（服務規程様式第 14号）を決裁権者に提出することができる。 

第９（育児休業等）関係 

育児休業の取扱いは次のとおりとする。 

１ 育児休業期間における社会保険料の徴収の免除については、健康保険法（大正

11年法律第 70号）、厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115号）及び共済組合法

に定めるところによる。 

２ 育児休業期間における育児休業給付金の給付については雇用保険法（昭和 49

年法律第 116号）及び共済組合法に定めるところによる。 

３ 地方公務員育児休業法第９条及び第 19 条第３項の規定により、育児休業又は

部分休業をしようとしたこと、又はしたことを理由として職員を不利益に取り扱

うことは禁止されていることから、任期満了時における再度の任用の手続や勤務

条件の変更などの際には十分留意すること。 

第 12（営利企業従事等許可）関係 

 １ 第１号会計年度任用職員の営利企業への従事等に係る届出の手続は、営利企業

従事等届出書（様式第３号）を使用すること。 

 ２ 第２号会計年度任用職員の営利企業への従事等に係る許可の手続は、一般職の

常勤職員の例によるものとする。 

   附 則 

 この通知は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この通知は、令和３年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この通知は、令和３年２月１日から施行する。 

   附 則 

 この通知は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この通知は、令和４年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この通知は、令和４年４月１日から施行する。 

    附 則 

 この通知は、令和４年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この通知は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この通知は、令和６年４月１日から施行する。 

 



 

（参 考） 

第４（任用）関係 

＊書面の例を添付しましたので、事務の参考としてください。 

  なお、書面については、明示事項が明記されているものであれば、別添の様式以

外を交付することでも差し支えありませんので申し添えます。 

（別途様式以外での交付例） 

・所属で制定している任用要領等（明示項目が明記されているもの）の該当部分の写

しを交付する。 

・所属で制定している任用要領等の写しを交付する。



 

年度分   会 計 年 度 任 用 職 員 休 暇 簿 

職 名 氏 名  本年使用できる 

年 次 休 暇 日 数 

  前 年 (度 )か ら の 繰 越 日 数 日 

   要 綱 の 規 定 に 基 づ く 日 数  日 

採 用 年 月 日 年   月   日    計         日 

当 該 前 年 度 

基 準 日 
年   月   日 

 当該前年度基準日以降に 

取 得 し た 日 数 
日 

当 該 年 度 

基 準 日 
年   月   日 

受 理 
(承認) 
月 日 

届 出 
(承認) 
月 日 

受 理（承 認） 休  暇  の  期  間 休暇の種

類 

休暇（年次休暇 
を除く。）の理由 年 次 休 暇 

の 残 日 数 

夏季休暇 

の残日数 

備考 

決裁 
権者 

   

・ ・     月 日から 

月 日まで 

日 時間 分 年 休 
その他 
(  ) 

 日 時間 分 日  

・ ・     月 日から 

月 日まで 

日 時間 分 年 休 
その他 
(  ) 

 日 時間 分 日  

・ ・     月 日から 

月 日まで 

日 時間 分 年 休 
その他 
(  ) 

 日 時間 分 日  

・ ・     月 日から 

月 日まで 

日 時間 分 年 休 
その他 
(  ) 

 日 時間 分 日  

・ ・     月 日から 

月 日まで 

日 時間 分 年 休 
その他 
(  ) 

 日 時間 分 日  

・ ・     月 日から 

月 日まで 

日 時間 分 年 休 
その他 
(  ) 

 日 時間 分 日  

・ ・     月 日から 

月 日まで 

日 時間 分 年 休 
その他 
(  ) 

 日 時間 分 日  

 備考 １ 受理（承認）欄の職名等は適宜変更又は増減できること。 

    ２ 休暇の種類の欄は、年次休暇にあっては「年休」を○で囲み、その他の休暇にあっては「その他」を○で囲み、（  ）内に特別休暇にあっては「特休」と記入すること。 

    ３ 基準日とは年次休暇を10日以上付与した日のこととする。 

    ４「当該前年度基準日以降に取得した日数」欄には、当該前年度基準日から当該前年度末までに取得した年次休暇の日数を記入すること。 

様式第１号（第７関係） 



 
 

 

様式第２号（第７関係） 

                        介    護    休    暇    簿                    （第一面） 

 所    属 氏    名 

   

要介護者に 

関する事項 

氏     名  要 介 護 者 の 状 態 及 び 具 体 的 な 介 護 の 内 容 

続     柄  
第１回  

同居・別居の別 □ 同居     □ 別居 

介護が必要となった時期 

 

                年    月    日 

第２回  

第３回  

 
指 定 期 間 の 申 出 ・ 指 定 

第１回 第２回 第３回 

申出の期間 申出日 
決裁 

権者 
通算期間 申出の期間 申出日 

決裁 

権者 
通算期間 申出の期間 申出日 

決裁 

権者 
通算期間 

年 月 日か

ら 

年 月 日ま

で 

  月  日 

年 月 日か

ら 

年 月 日ま

で 

  月  日 

年 月 日か

ら 

年 月 日ま

で 

  月  日 

備考 備考 備考 

 
指 定 期 間 の 延 長 ・ 短 縮 

第１回 第２回 第３回 

延長・短縮後の 

末日 
申出日 

決裁 

権者 

延長・短縮後 

の通算期間 

延長・短縮後の 

末日 
申出日 

決裁 

権者 

延長・短縮後 

の通算期間 

延長・短縮後
の 

末日 
申出日 

決裁 

権者 

延長・短縮後 

の通算期間 

( 年 月 日から) 

年 月 日まで 
  月  日 

( 年 月 日か

ら) 

年 月 日まで 

  月  日 

( 年 月 日

から) 

年 月 日ま

で 

  月  日 



 
 

 

（第二面） 

備考 １ 承認の欄の職名等は適宜変更又は増減できること。 

２ 該当する□にはレ印を記入すること。 

介 護 休 業 の 請 求 ・ 承 認 

承 認 
年月日 

請 求 
年月日 

承 認 総務 
担当 
処理 

休      業      の      期      間 
備 考 決裁 

権者 
 年      月      日 時 間 

日・ 
時間数 

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から □毎日 時 分～  時 分 日  
   年  月  日まで □その他（   ） 時 分～  時 分 時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から □毎日 時 分～  時 分 日  
   年  月  日まで □その他（   ） 時 分～  時 分 時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から □毎日 時 分～  時 分 日  
   年  月  日まで □その他（   ） 時 分～  時 分 時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から □毎日 時 分～  時 分 日  
   年  月  日まで □その他（   ） 時 分～  時 分 時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から □毎日 時 分～  時 分 日  
   年  月  日まで □その他（   ） 時 分～  時 分 時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から □毎日 時 分～  時 分 日  
   年  月  日まで □その他（   ） 時 分～  時 分 時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から □毎日 時 分～  時 分 日  
   年  月  日まで □その他（   ） 時 分～  時 分 時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から □毎日 時 分～  時 分 日  
   年  月  日まで □その他（   ） 時 分～  時 分 時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から □毎日 時 分～  時 分 日  
   年  月  日まで □その他（   ） 時 分～  時 分 時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から □毎日 時 分～  時 分 日  
   年  月  日まで □その他（   ） 時 分～  時 分 時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から □毎日 時 分～  時 分 日  
   年  月  日まで □その他（   ） 時 分～  時 分 時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から □毎日 時 分～  時 分 日  
   年  月  日まで □その他（   ） 時 分～  時 分 時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から □毎日 時 分～  時 分 日  
   年  月  日まで □その他（   ） 時 分～  時 分 時  



 

（第三面） 

備考 受理の欄の職名等は適宜変更又は増減できること。 

介 護 休 業 の 取 消 し 等 

受 理 
年月日 

届 出 
年月日 

受 理 総務 
担当 
処理 

休 業 の 取 消 し 等 の 期 間 
備 考 決裁 

権者 
 年 月 日 時 間 

日・ 
時間数 

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から 時  分～  時  分 日  

   年  月  日まで 時  分～  時  分 時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から 時  分～  時  分 日  

   年  月  日まで 時  分～  時  分 時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から 時  分～  時  分 日  

   年  月  日まで 時  分～  時  分 時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から 時  分～  時  分 日  

   年  月  日まで 時  分～  時  分 時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から 時  分～  時  分 日  

   年  月  日まで 時  分～  時  分 時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から 時  分～  時  分 日  

   年  月  日まで 時  分～  時  分 時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から 時  分～  時  分 日  

   年  月  日まで 時  分～  時  分 時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から 時  分～  時  分 日  

   年  月  日まで 時  分～  時  分 時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から 時  分～  時  分 日  

   年  月  日まで 時  分～  時  分 時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から 時  分～  時  分 日  

   年  月  日まで 時  分～  時  分 時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から 時  分～  時  分 日  

   年  月  日まで 時  分～  時  分 時  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第３号（第13関係） 

営利企業従事等届出書 

年  月  日  

  所属長  様 

所属所名             

職  名 氏       名   

 下記のとおり営利企業への従事等について、届け出ます。 

記 

 １ 理 由   

 ２ 従事する団体等名   

 ３ 所 在 地   

 ４ 団体等の事業内容   

 ５ 役 職 名   

 ６ 職 務 内 容   

 ７ 期 間   

 ８ 実従事日数（時間） 

年   回   日    時間    

月   回   日    時間    

週   回   日    時間    

日            時間    

 

 ９ 報 酬 の 額   

     

 10 所属確認欄   

   

  

  

   

    

  

□ 職責遂行に支障を及ぼすおそれがない 

 

□ 職員の勤務する機関と密接な関係にあって、職務の公正な遂行に

支障を及ぼすおそれがない 

 

□ その他公務員として妥当でないと認められることがない 

 

       

     
 



（様式例） 

勤 務 条 件 通 知 書 
 

 

 

 年  月  日 

 

          様 

 

（所 属 長） 

 

○任用における就業の場所等は次のとおりです。 

項  目 内           容 

就業の場所                        （変更の範囲） 

従事すべき 

業務の内容 
                       （変更の範囲） 

勤務時間、

休憩時間及

び時間外勤

務の有無 

１ 勤務の日及び時間帯 

月（  :  ～  :  ）休憩（  :  ～  :  ）  

火（  :  ～  :  ）休憩（  :  ～  :  ） 

水（  :  ～  :  ）休憩（  :  ～  :  ）  

木（  :  ～  :  ）休憩（  :  ～  :  ） 

金（  :  ～  :  ）休憩（  :  ～  :  ） 

２ 交替制等（割り振りは所属長が別途指定します） 

 ①午前・午後 時 分から午前・午後 時 分まで 

 （うち休憩時間 分） 

 ②午前・午後 時 分から午前・午後 時 分まで 

 （うち休憩時間 分） 

３ その他 

４ 時間外勤務 無 

休  日 

(又は勤務日) 

１ （休日が定例日） 毎週 曜日、国民の祝日、12月 29日から翌年の１月３日

までの日 
２ （勤務日が非定例日） 週当たり 日勤務 

   （土曜日・日曜日・祝日の勤務があります） 

    ＊勤務日は所属長が別途指定します。 

３ その他 

休  暇 

１ 年次有給休暇  日 

２ 有給休暇 

①公務災害又は通勤災害による病気休暇 

②出産休暇 

③妊産婦の通院休暇 

④妊婦の通勤休暇 

⑤夏季休暇＊ 

＊任用期間が継続して６か月以上、かつ、５月１日から 10月 31日までの期間

のいずれかの日に勤務するものに限る 

⑥忌引休暇 

⑦交通途絶休暇 

⑧危険回避休暇 

⑨現住居が滅失等した場合の休暇 

⑩結婚休暇 

⑪出生サポート休暇＊ 



⑫出産補助休暇＊ 

⑬男性職員の育児参加のための休暇＊ 

３ 無給休暇 
①私傷病の病気休暇 

②妊産疾病休暇 

③妊娠障害休暇 

④育児時間 

⑤子の看護休暇＊ 

⑥短期介護休暇＊ 

⑦介護時間 

⑧生理休暇 

⑨ドナー休暇 

⑩組合休暇 

＊ ６月以上の任期が定められているもの又は６月以上継続勤務しているものに

限 

 る。 

４ 職務専念義務免除 

「職務に専念する義務の特例に関する条例」及び「職務に専念する義務の特例に

関する規則」に定めのある事由に該当する場合において必要と認められる範囲 

休  業 
１ 育児休業 有 

２ 介護休暇 有 

条 件 付 

採用期間 

    月  日まで 

なお、この間の勤務日数が 15日に達しない場合には、勤務日数が 15日に達する

まで条件付採用期間が延長されます。 

服  務 地方公務員法に定める義務を負います。 

災害補償 
公務上の傷病については「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す

る条例」（労災保険加入の場合は労働者災害補償保険法）により補償されます。 

報酬等に 

関する事項 

報  酬：「会計年度任用職員の報酬等に関する条例」によります。 

費用弁償：「会計年度任用職員の報酬等に関する条例」によります。 

報酬の毎月の締切日：月末 

報酬の支払予定日  ：毎月 21日（一般職の常勤職員の例によります。） 

昇  給：無 

期末手当・勤勉手当：「会計年度任用職員の報酬等に関する条例」によります。 

期末手当・勤勉手当の支払予定日：６月期は６月 30日、12月期は 12月 10日 

                               （一般職の常勤職員の例によります。） 

退職手当：無 

※一般職の常勤職員の給与改定等を踏まえ、報酬等が改定となることがあります。 

退職に関す

る事項 

１ 任用期間が満了した場合に退職となります。 

２ 自己都合で退職する場合は、退職する３週間前までに所属長に申出をし、退職

願（服務規程様式第 25号）を提出してください。 

３ 免職及び離職の事由 

地方公務員法の定めるところによります。 

社会保険に

関する事項 

１ 社会保険の加入状況 （ 厚生年金 健康保険（共済組合・その他） 介護保険 ） 

２ 雇用保険の加入状況 （ 有 ・ 無 ） 

３ 労災保険の加入状況 （ 有 ・ 無 ） 

研修に関す

る事項 

研修 （ 有 ・ 無 ） 

（「有」の場合） 研修の内容 

 

 

福利厚生施 １ 給食施設 （ 有 ・ 無 ） 



設に関する

事項 

２ 休憩室  （ 有 ・ 無 ） 

３ 更衣室  （ 有 ・ 無 ） 

相談窓口に

関する事項 

担当 （                      ） 

電話 （                      ） 

そ の 他  「会計年度任用職員取扱要綱」によります。 

※ 説明・確認の後、会計年度任用職員へ交付してください。 



 

 
 

○
非
常
勤
職
員
の
通
勤
に
係
る
費
用
弁
償
の 

 
 

 

取
扱
い
に
つ
い
て 

 

（
原
文
横
書
） 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

昭
和
五
十
六
年
一
月
九
日
教
総
第
四
八
八
号 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

教
育
長
通
知 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
最
終
改
正 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日 

  

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
別
紙
の
と
お
り
取
扱
い
を
改
定
し
ま
し
た
の
で
通
知

し
ま
す
。 

 

な
お
、
こ
の
取
扱
い
に
よ
り
得
ら
れ
た
費
用
弁
償
の
額
は
、
非
常
勤
職
員
の

報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
十
月
一
日
条
例
第
三
十

一
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
と
協
議
し
て
定
め
た
額
と
し

て
取
り
扱
う
も
の
と
し
ま
す
。 

       

 
 

非
常
勤
職
員
の
通
勤
に
係
る
費
用
弁
償
の 

 
 

取
扱
要
領 

 

１ 

支
給
対
象
者 

 
 

非
常
勤
職
員
取
扱
要
綱
（
昭
和
五
十
年
五
月
一
日
教
総
第
一
〇
七
号
）
の

適
用
を
受
け
る
非
常
勤
職
員 

 
 

た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。 

（１） 

通
勤
距
離
が
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
者 

（２） 

株
主
優
待
乗
車
券
を
無
償
で
取
得
し
、
通
勤
に
利
用
し
て
い
る
者 

（３） 

県
有
自
動
車
（
借
上
げ
を
含
む
。
）
を
通
勤
に
利
用
し
て
い
る
者 

（４） 

県
の
経
費
以
外
の
経
費
か
ら
通
勤
手
当
に
相
当
す
る
も
の
が
支
給
さ

れ
て
い
る
者 

（５） 

勤
務
公
署
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者 

（６） 

そ
の
他
、
教
育
長
の
承
認
を
得
て
定
め
る
者 

２ 

費
用
弁
償
の
額 

 
 

通
勤
に
係
る
費
用
弁
償
（
以
下
「
費
用
弁
償
」
と
い
う
。
）
の
額
は
、
次

の
算
出
方
法
に
よ
り
得
ら
れ
た
額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。 

 
（１） 

交
通
機
関
等
利
用
者
の
場
合 

 
 

 
常
勤
職
員
の
例
に
よ
り
、
利
用
区
間
（
乗
継
区
間
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
ご
と
に
下
記
の
ア
か
ら
エ
に
よ
り
得
ら
れ
た
額
の
う
ち
い
ず
れ
か

低
廉
な
方
法
と
な
る
も
の
の
総
額
。 



 

 
 

 

た
だ
し
、
当
該
一
か
月
の
通
勤
所
要
回
数
（
通
勤
の
往
路
及
び
帰
路
を

そ
れ
ぞ
れ
一
回
と
し
、
一
日
二
回
を
超
え
る
と
き
は
二
回
と
す
る
。
以
下

同
じ
。
）
が
十
回
未
満
の
者
は
利
用
区
間
ご
と
に
下
記
の
エ
に
よ
り
得
ら

れ
た
額
の
総
額
。 

 
 

ア 

定
期
乗
車
券
に
よ
る
場
合
は
、
通
用
期
間
一
か
月
の
定
期
乗
車
券
の

価
額 

 
 

イ 

回
数
乗
車
券
に
よ
る
場
合
は 

 

 
 

 

に
よ
り
得
た
額 

 
 

ウ 

前
払
式
支
払
手
段
（
チ
ャ
ー
ジ
式
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
等
を
含
む
。
以
下

「
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
場
合
は 

 

 
 

 

に
よ
り
得
た
額 

 
 

 
 

「
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
の
割
引
率
」
は
、
当
該
非
常
勤
職
員
の
通
勤

回
数
、
利
用
区
間
の
一
回
当
た
り
の
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
に
よ
る
運
賃

等
に
照
ら
し
、
そ
の
利
用
が
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る

プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
の
割
引
率
と
す
る
。 

 
 

 
 

た
だ
し
、
バ
ス
利
用
特
典
サ
ー
ビ
ス
取
扱
事
業
者
が
運
行
す
る
バ
ス

を
利
用
す
る
場
合
の
最
も
経
済
的
か
つ
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
プ
リ
ペ

イ
ド
カ
ー
ド
の
割
引
率
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、1

,
0
0
0
/
1
,
1
0
0

と

す
る
。 

な
お
、
利
用
区
間
が
複
数
あ
る
場
合
は
、
利
用
区
間
ご
と
に
割
引

率
を
算
出
す
る
。 

 
 
 
 

エ 
 
 
  

 

（２） 

自
動
車
等
利
用
者
の
場
合 

 

 
 

に
よ
り
得
た
額 

 

（３） 

併
用
者
の
場
合 

 
 

 

上
記
（１）
及
び
（２）
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
算
出
し
た
額
の
合
計
額 

 
 

（４） 

上
記
（１）
又
は
（３）
に
該
当
す
る
者
で
新
幹
線
鉄
道
等
利
用
者
の
場
合 

 
 

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
。

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
三
項
に
掲
げ
る
も
の
に
相
当
す
る

要
件
を
具
備
す
る
者
に
限
る
。
） 

普
通
乗
車
券
と
プ
リ
ペ
イ
ド

 
 

 
 

 
 
当
該
１
ヶ
月
の

 

カ
ー
ド
に
よ
る
運
賃
の
う
ち

 
 
 
 
 
 
×

 
 
 

ど
ち
ら
か
低
廉
と
な
る
額

 
 

 
 

 
 

 
通
勤
所
要
回
数

 

常
勤
職
員
に
支
給
さ
れ

 
 

 
 
一
か
月
の
通
勤
所
要
回
数
（
４
２
回

 

る
こ
と
に
な
る
１
か
月

 
 
×

 
 
を
超
え
る
と
き
は
４
２
回
と
す
る
）

 
 

の
通
勤
手
当
の
額

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
４
２

 

１
回
当
た
り
の

 
 

 
 
当
該
１
ヶ
月
の

 
 

 
 

 
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド

 

 
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
 

 
 

 
 

 
 

 
×

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
×

 
 
 

 
に
よ
る
運
賃

 
 

 
 

 
通
勤
所
要
回
数

 
 

 
 

 
の
割
引
率

 

１
回
当
た
り
の

 
 

 
 

 
当
該
１
ヶ
月
の

 
 

 
 

 
1
0
 

 
 

 
 

 
 

 
 
×

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
×

 
 
 

 
 

普
通
乗
車
券
額

 
 

 
 

 
通
勤
所
要
回
数

 
 

 
 

 
1
1
 



 

 
 

 

上
記
（１）
又
は
（３）
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
通
用
期
間
を
一
か
月
と
し
て

常
勤
職
員
の
例
に
よ
り
算
出
し
た
新
幹
線
鉄
道
等
の
利
用
に
係
る
特
別
料

金
等
の
額
の
合
計
額 

３ 

届
出 

 

（１） 

非
常
勤
職
員
は
、
新
た
に
条
例
第
十
条
第
一
項
に
掲
げ
る
も
の
に
相

当
す
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
場
合
は
、
通
勤
に
係
る
費
用
弁
償
に

関
す
る
届
（
別
紙
様
式
第
一
号
）
に
よ
り
、
そ
の
通
勤
の
実
情
を
す
み
や

か
に
所
属
長
へ
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（２） 

非
常
勤
職
員
は
、
そ
の
住
居
、
通
勤
経
路
若
し
く
は
通
勤
方
法
を
変

更
し
た
場
合
、
又
は
通
勤
の
た
め
負
担
す
る
運
賃
等
の
額
に
変
更
が
あ
っ

た
場
合
に
つ
い
て
も
同
様
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（３） 

非
常
勤
職
員
は
、
前
項
に
掲
げ
る
変
更
に
よ
り
、
支
給
要
件
を
欠
く

に
至
っ
た
場
合
に
つ
い
て
も
同
様
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

確
認
及
び
決
定 

 
 

所
属
長
は
、
非
常
勤
職
員
か
ら
上
記
３
の
定
め
に
よ
り
届
出
が
あ
っ
た
と

き
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
を
通
勤
定
期
乗
車
券
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

を
含
む
。
）
の
提
示
を
求
め
る
等
の
方
法
に
よ
り
確
認
し
、
そ
の
者
が
支
給

要
件
を
具
備
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
支
給
す
べ
き
費
用
弁
償
の
月
額
を
決

定
し
、
又
は
改
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

５ 

支
給
の
始
期
及
び
終
期 

 
 

費
用
弁
償
は
、
当
該
費
用
弁
償
の
支
給
要
件
を
具
備
し
た
日
か
ら
支
給
を

開
始
し
（
届
出
が
、
支
給
要
件
を
具
備
し
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
後

に
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
を
受
理
し
た
日
）
、
退
職
の
日
を
も
っ
て
終

わ
る
。
月
額
を
変
更
す
べ
き
事
実
が
生
ず
る
に
至
っ
た
場
合
は
、
そ
の
事
実

が
生
じ
た
日
か
ら
と
す
る
。 

 
 

た
だ
し
、
届
出
が
、
月
額
を
増
額
す
べ
き
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
十
五
日

を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
と
き
は
、
届
出
を
受
理
し
た
日
か
ら
と
す
る
。 

６ 

支
給
方
法 

 
 

費
用
弁
償
の
支
給
に
あ
た
っ
て
は
、
上
記
２
に
よ
り
算
出
し
た
額
を
非
常

勤
職
員
の
費
用
弁
償
計
算
書
（
様
式
第
二
号
）
に
よ
り
、
一
般
職
員
の
旅
費

の
取
扱
い
に
準
じ
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

７ 

そ
の
他 

 

（１） 

費
用
弁
償
の
支
給
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
要
領
の
定
め
る
も
の
の
ほ

か
一
般
職
員
の
通
勤
手
当
の
支
給
の
例
に
よ
る
。 

 

（２） 

こ
の
取
扱
い
は
、
昭
和
五
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。 



 
 

○
教
育
局
等
職
員
の
自
家
用
自
動
車
の
公
務
使
用 

 
 

 

に
関
す
る
取
扱
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て 

（
原
文
横
書
） 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

平
成
十
年
三
月
二
十
七
日
教
総
第
八
〇
九
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教
育
長
通
知 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

最
終
改
正 

 

平
成
十
一
年
四
月
三
十
日 

  

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
別
紙
の
と
お
り
「
教
育
局
等
職
員
の
自
家
用
自
動
車

の
公
務
使
用
に
関
す
る
取
扱
要
綱
」
が
制
定
さ
れ
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
要
綱
の
取
扱
い
に
遺
漏
の
な
い
よ
う

す
る
と
と
も
に
、
所
属
職
員
に
周
知
徹
底
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

 

職
員
の
自
家
用
自
動
車
の
公
務
使
用
に
当
た
っ
て
は
、
所
属
長
と
し
て
管
理

責
任
が
厳
し
く
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
安
易
に
使
用
を
認
め
る
こ

と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
と
と
も
に
、
職
員
へ
の
安
全
運
転
の
指
導
に
よ
り
一

層
の
ご
配
意
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

ま
た
、
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
事
故
報
告
書
を
教
育
長
（
埼

玉
県
教
育
局
等
職
員
服
務
規
程
第
三
十
一
条
に
基
づ
く
報
告
）
及
び
出
納
局
長

（
県
有
自
動
車
等
の
事
故
に
伴
う
損
害
賠
償
等
の
事
務
処
理
要
綱
第
九
条
に
基

づ
く
報
告
）
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
「
公
務
中
に
お
け
る
県
有
自
動

車
以
外
の
自
動
車
の
使
用
に
つ
い
て
（
昭
和
四
十
四
年
七
月
十
七
日
四
四
教
秘

発
第
三
八
一
号
）
」
は
平
成
十
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
廃
止
し
ま
す
。 

 

要
綱
の
概
要 

一 

自
家
用
自
動
車
の
使
用
承
認
基
準
に
つ
い
て 

 
 

原
則
と
し
て
県
内
に
お
け
る
旅
行
で
あ
っ
て
、
用
務
先
が
複
数
の
地
域
に

わ
た
る
場
合
や
緊
急
に
処
理
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
で
、
公
共
交
通
機
関
や

県
有
自
動
車
で
は
効
率
的
に
業
務
を
進
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
使
用
を

承
認
す
る
。 

 

二 

自
家
用
自
動
車
の
登
録
に
つ
い
て 

 
 

職
員
は
、
あ
ら
か
じ
め
所
属
長
に
申
請
の
上
、
使
用
す
る
自
家
用
自
動
車

の
登
録
を
受
け
る
（
登
録
で
き
る
自
動
車
は
対
人
補
償
一
億
円
、
か
つ
、
対

物
補
償
五
百
万
円
以
上
の
任
意
保
険
に
加
入
し
て
い
る
も
の
）
。 

 

三 

交
通
事
故
の
処
理
に
つ
い
て 

 
 

第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
と
き
は
、
所
属
長
の
責
任
に
お
い
て
相
手
方
と

の
事
故
処
理
を
行
う
。 

 

四 

事
故
の
際
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て 

 
 

第
三
者
へ
の
損
害
賠
償
は
、
職
員
の
自
賠
責
及
び
任
意
保
険
を
使
用
し
、

県
は
保
険
金
額
を
超
え
る
分
を
負
担
す
る
。 



 
 

職
員
の
自
動
車
が
損
害
を
負
っ
た
場
合
で
、
相
手
方
か
ら
の
賠
償
額
や
職

員
の
任
意
保
険
（
車
両
保
険
）
か
ら
の
保
険
金
額
が
損
害
額
に
満
た
な
い
場

合
は
、
そ
の
満
た
な
い
分
を
県
が
負
担
す
る
。 

 

    

教
育
局
等
職
員
の
自
家
用
自
動
車
の
公
務
使
用
に
関 

 

す
る
取
扱
要
綱 

  

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
要
綱
は
、
職
員
が
公
務
に
よ
り
旅
行
す
る
際
に
、
自
家
用
自
動

車
（
自
動
二
輪
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
を
除
く
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
に

関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
適
用
対
象
職
員
） 

第
二
条 

こ
の
要
綱
が
適
用
さ
れ
る
職
員
は
、
県
教
育
局
及
び
県
立
教
育
機
関

（
県
立
学
校
を
除
く
。
）
に
勤
務
す
る
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）

と
す
る
。 

 

（
自
家
用
自
動
車
の
使
用
承
認
基
準
） 

第
三
条 

旅
行
命
令
権
者
は
、
職
員
の
旅
行
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場

合
は
、
職
員
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
原
則
と
し
て
県
内
の
旅
行
に
限
り
、

交
通
事
故
等
運
転
上
の
安
全
配
慮
を
指
示
し
た
上
で
、
こ
の
要
綱
の
第
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
職
員
の
自
家
用
自
動
車
の
使
用
を
承

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

た
だ
し
、
旅
行
命
令
権
者
が
明
ら
か
に
合
理
性
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
を

除
き
、
有
料
道
路
は
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。 

 

一 

用
務
先
が
複
数
の
地
域
に
わ
た
る
場
合
又
は
交
通
不
便
な
地
域
で
あ
る

場
合
で
あ
っ
て
、
県
有
自
動
車
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
。 

 

二 

緊
急
に
業
務
を
処
理
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
県
有
自
動
車

を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
。 

 

三 

そ
の
他
旅
行
命
令
権
者
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
。 

 

（
自
家
用
自
動
車
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
） 

第
四
条 

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旅
行
命
令
権
者
は
、
職
員
が
次
の
各

号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
、
職
員
の
自
家
用
自
動
車
の
使
用
を
承
認
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。 

 

一 

当
該
職
員
が
運
転
免
許
取
得
後
一
年
未
満
で
あ
る
場
合 

 

二 

当
該
職
員
が
、
過
去
一
年
間
に
お
い
て
、
そ
の
責
め
に
帰
す
る
交
通
事

故
を
起
こ
し
、
又
は
自
動
車
の
運
転
に
関
し
、
罰
金
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い

る
場
合 

 

三 

当
該
職
員
の
健
康
状
態
が
正
常
な
運
転
に
適
さ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場

合 

 

（
自
家
用
自
動
車
の
登
録
） 

第
五
条 

職
員
が
使
用
す
る
自
家
用
自
動
車
は
、
次
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と

し
、
職
員
は
、
あ
ら
か
じ
め
「
公
務
に
使
用
す
る
自
家
用
自
動
車
登
録
申
請



書
（
様
式
第
一
号
）
」
に
よ
り
所
属
長
に
申
請
の
上
、
使
用
す
る
自
家
用
自

動
車
の
登
録
を
受
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。 

 
 

た
だ
し
、
通
勤
の
た
め
交
通
機
関
等
を
利
用
し
て
そ
の
運
賃
を
負
担
し
、

か
つ
自
家
用
自
動
車
等
を
使
用
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
も
の
と
し
て
、
通

勤
手
当
に
お
い
て
認
定
を
受
け
て
い
る
職
員
が
、
そ
の
認
定
経
路
上
に
お
い

て
自
家
用
自
動
車
を
使
用
す
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
問
わ

ず
、
す
で
に
当
該
登
録
を
受
け
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。 

 

一 

道
路
運
送
車
両
法
第
二
条
第
一
項
に
定
め
る
自
動
車
（
自
動
二
輪
を
除

く
。
）
で
職
員
又
は
親
族
が
所
有
（
割
賦
販
売
法
に
よ
る
割
賦
等
で
購
入

し
、
所
有
権
が
留
保
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
す
る
も
の 

 

二 

対
人
補
償
一
億
円
以
上
及
び
対
物
補
償
五
百
万
円
以
上
の
任
意
保
険
に

加
入
し
て
い
る
も
の 

２ 

職
員
は
、
自
動
車
検
査
証
の
更
新
等
、
前
項
の
登
録
事
項
に
変
更
を
生
じ

た
と
き
は
、
速
や
か
に
「
公
務
に
使
用
す
る
自
家
用
自
動
車
登
録
事
項
変
更

届
出
書
（
様
式
第
二
号
）
」
に
よ
り
所
属
長
に
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
。 

 

（
自
家
用
自
動
車
登
録
台
帳
の
整
備
） 

第
六
条 

所
属
長
は
、
登
録
し
た
自
家
用
自
動
車
に
つ
い
て
、
「
公
務
に
使
用

す
る
自
家
用
自
動
車
登
録
台
帳
（
様
式
第
三
号
）
」
を
整
備
し
、
各
所
属
所

に
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
自
家
用
自
動
車
へ
の
同
乗
に
よ
る
出
張
） 

第
七
条 

自
家
用
自
動
車
を
使
用
し
旅
行
す
る
こ
と
を
旅
行
命
令
権
者
が
承
認

し
た
職
員
と
用
務
内
容
及
び
用
務
先
な
ど
が
同
一
で
あ
る
他
の
職
員
の
旅
行

に
つ
い
て
、
当
該
使
用
を
承
認
し
た
職
員
の
自
家
用
車
に
同
乗
し
て
旅
行
す

る
こ
と
が
業
務
遂
行
上
効
率
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
職
員
か
ら

の
申
請
に
基
づ
き
、
旅
行
命
令
権
者
は
同
乗
に
よ
る
旅
行
を
承
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
自
家
用
自
動
車
の
使
用
の
申
請
） 

第
八
条 

第
三
条
の
自
家
用
自
動
車
の
使
用
の
申
請
及
び
第
七
条
の
他
の
職
員

の
自
家
用
自
動
車
へ
の
同
乗
の
申
請
は
、
旅
行
命
令
簿
に
自
家
用
自
動
車
を

使
用
す
る
旨
を
記
載
し
て
旅
行
命
令
権
者
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。 

 

（
旅
費
） 

第
九
条 

自
家
用
自
動
車
の
使
用
に
よ
る
旅
行
の
旅
費
に
つ
い
て
は
、
職
員
の

旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
交
通
事
故
の
報
告
及
び
処
理
） 

第
十
条 

自
家
用
自
動
車
の
使
用
の
承
認
を
受
け
た
職
員
が
、
自
家
用
自
動
車

を
使
用
中
に
事
故
を
起
こ
し
た
と
き
は
、
埼
玉
県
教
育
局
等
職
員
服
務
規
程

（
昭
和
五
十
一
年
訓
令
第
四
号
）
第
三
十
一
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、

報
告
を
行
う
も
の
と
す
る
。 



 
２ 
前
項
の
事
故
に
お
い
て
第
三
者
に
損
害
等
を
与
え
た
と
き
は
、
所
属
長
の

責
任
に
お
い
て
相
手
方
と
の
事
故
処
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
損
害
賠
償
） 

第
十
一
条 

自
家
用
自
動
車
の
使
用
の
承
認
を
受
け
た
職
員
が
、
自
家
用
自
動

車
を
使
用
中
に
事
故
を
起
こ
し
、
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
賠
償
額
が
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
に
基
づ
く
強
制
保
険
及
び
任
意
保

険
の
保
険
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
県
は
そ
の
超
え
る
額
を
負
担
す
る
も
の

と
す
る
。 

 
 

た
だ
し
、
当
該
職
員
に
故
意
又
は
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
と
き
は
、
県
は

当
該
職
員
に
対
し
て
求
償
権
を
行
使
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

自
家
用
自
動
車
の
使
用
の
承
認
を
受
け
た
職
員
が
、
自
家
用
自
動
車
を
使

用
中
に
事
故
を
起
こ
し
、
自
己
の
車
両
に
損
害
を
負
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

事
故
の
相
手
者
か
ら
の
賠
償
額
や
当
該
職
員
の
任
意
保
険
か
ら
の
保
険
金
額

が
車
両
の
損
害
額
に
満
た
な
い
場
合
は
、
県
は
そ
の
満
た
な
い
額
を
負
担
す

る
も
の
と
す
る
。 

 
 

た
だ
し
、
当
該
職
員
に
故
意
又
は
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
と
き
は
、
県
は

車
両
に
係
る
損
害
額
の
一
切
を
負
担
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

３ 

職
員
が
自
家
用
自
動
車
の
使
用
の
承
認
を
受
け
ず
に
自
家
用
自
動
車
を
使

用
し
、
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
は
、
県
は
そ
の
責
任
を
一
切
負
わ
な
い
も
の

と
す
る
。 

 

（
そ
の
他
） 

 

第
十
二
条 

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
要
綱
の
実
施
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
定
め
る
。 

  
 

 

附 

則 

 

こ
の
要
綱
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
以
下
略
） 

      



様式第１号 

公務に使用する自家用自動車登録申請書 

 

 年  月  日 

所属長名               様   

 

 

 

職  名 

    

氏 名 

 

 

 

 

 

 

 公務に使用する自家用自動車の登録について、職員の自家用自動車の公務使用に関する

取扱要綱第５条１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

車 種 ・ 車 両 番 号  

型 式 ・ 排 気 量  

所 有 者 名 

（本人以外の場合は本人と

の続柄も記入） 

 

自動車検査証有効期間   年  月  日まで  

自 賠 責 保 険 有 効 期 間  

任

意

保

険 

加 入 内 容 
対 人  円 対 物  円 

その他  

有 効 期 間   年  月   日まで  

保 険 会 社 名  

 備考 この申請書には、自動車検査証、自賠責保険証明書及び任意保険の証書の各写しを

添付すること。 

 



別表第一（第四条関係） 

旅  行  命  令  簿 

学校名 ○○市立教育研究所 職名 
スクールソーシャ

ルワーカー 
氏名  浦和 孝子 

居住市区

町 村 名 
さいたま市 

居 所 の 

最 寄 駅 
ＪＲ浦和  

 

発令月日 
旅行月日 

出 発 地 用 務 旅行方法 旅 行 者 
 

認 印 
      通 勤 手 当 と の 調 整 備 考 

旅行命令

権者認印 
到 着 地 用 務 先 

自家用車

使用理由 

４月１５日 ４月１７日 ■学校 

□ 自宅 
学校訪問 ケ 

       

調整事由（    ） 
 

 ～ 調整区間等： 

 ４月１７日 ■学校 

□ 自宅 
○○市立○○小学校 
○○市立△△小学校 

（１） 
 別途負担： □有   (   泊   日） 

４月１７日 ４月２１日 ■学校 

□ 自宅 
訪問相談 オ 

       

調整事由（    ） 
 

 ～ 調整区間等： 

 ４月２１日 ■学校 

□ 自宅 
○○市○○町 （６） 

 別途負担： □有  (   泊   日） 

４月２１日 ４月２４日 ■学校 

□ 自宅 
訪問相談 カ 

       

調整事由（    ） 
 

 ～ 調整区間等： 

 ４月２４日 ■学校 

□ 自宅 
○○市○○町 
○○市立○○小学校 

（１） 
 別途負担： □有  (   泊   日） 

４月２４日 ４月２７日 ■学校 

□ 自宅 
訪問相談 オ 

       

調整事由（    ） 
 

 ～ 調整区間等： 

 ４月２７日 ■学校 

□ 自宅 
○○市××町 
○○市立××小学校 

（２） 
 別途負担： □有   (   泊   日） 

４月２４日 ４月３０日 ■学校 

□ 自宅 
訪問相談 ア・イ 

       

調整事由（    ） 
 

 ～ 調整区間等： 

 ４月３０日 ■学校 

□ 自宅 
○○市立○△小学校  

 別途負担： □有  (   泊   日） 
 
（注） １ 旅行者は太線の枠内を記入すること。なお、訂正の方法については、記入要領を参照すること。 

    ２ 「用務」欄には、用務の内容がわかるよう具体的な用務名を、「用務先」欄には、用務先が特定できるようその存する市町村名等を含めて記入すること。 

３ 「旅行方法」欄、「自家用車使用理由」欄及び「調整事由」欄は下記の表を参照の上、該当する記号を記入すること。 

    ４ 「調整区間等」欄には、鉄道・バスの場合は定期券・回数券等の使用区間を、自家用車等の場合は通勤認定距離数をそれぞれ記入すること。 

    ５ 鉄道を利用する際に、上部の「居所の最寄駅」欄に記入した駅と異なる駅を利用した場合は、「備考」欄に当該利用駅名を記入すること。 

    ６ 出発地から最寄駅まで自家用車等を使用し、当該最寄駅から用務先まで鉄道を利用する場合は、「備考」欄に最寄駅の名称及び最寄駅までの実走行距離（小数点以下切捨て）を記入すること。 

旅行方法  （ア）鉄道 （イ）路線バス （ウ）自転車 （エ）徒歩 （オ）自家用車 （カ）自家用車同乗 （キ）原付等 （ク）貸切バス・タクシー （ケ）公用車 （コ）その他 

自家用車等使用理由 （１）用務先が複数 （２）交通不便 （３）緊急の業務 （４）荷物・給与の運搬 （５）授業との両立 （６）その他 

調整事由 （Ａ）鉄道－定期券使用 （Ｂ）鉄道－回数券等使用 （Ｃ）バス－定期券使用 （Ｄ）バス－回数券等使用 （Ｅ）自家用車等使用 
 

（○○年 ４月分） 記 入 例 

１  



別表第二（第七条関係） 

普 通 旅 費 請 求 書 

学校名 ○○市立教育研究所 職名 
スクールソーシャ

ルワーカー 氏名  浦和 孝子 
居住市区

町 村 名 
さいたま市 

居所の最

寄駅区分 
  ＪＲ浦和 

学校の最

寄駅区分 
 ＪＲ 蕨 

 

 旅行月日 
出 発 地 用 務 旅行方法 出発地から用務

先及び到着地 

までの直線距離 

駅名・陸路 
鉄道賃 車 賃 

旅行雑費 

 

日 当 

その他 
予算種別 

通 勤 手 当 と の 調 整 備 考 

到 着 地 用 務 先  市区町村名 計 

  ４月１７日 ■学校 

□ 自宅 
学校訪問 ケ □ すべて 

４㎞以内 

 

□ ４㎞超 

 
㎞ ㎞ 円 

 
円 

 
 
 

調整事由（    ） □県外・引率旅費 
  ～ 円 円 調整区間等： 

 ４月１７日 ■学校 

□ 自宅 
○○市立○○小学校 
○○市立△△小学校 

 
     円 

 別途負担： □有  (   泊   日）      

  ４月２１日 ■学校 

□ 自宅 
訪問相談 オ □ すべて 

４㎞以内 

 

■４㎞超 

 
㎞ ㎞ 円 円  調整事由（    ） □県外・引率旅費 

  ～ 円 円    調整区間等： 

 ４月２１日 ■学校 

□ 自宅 
○○市○○町  

 
 ○○市 

 ３６０ ２００  円 

 別途負担： □有  (   泊   日）     ５６０ 

    ４月２４日 ■学校 

□ 自宅 
訪問相談 カ □ すべて 

４㎞以内 

 

□ ４㎞超 

 
㎞ ㎞ 円 円  調整事由（    ） □県外・引率旅費 

  ～ 円 円    調整区間等： 

 ４月２４日 ■学校 

□ 自宅 
○○市○○町 
○○市立○○小学校 

 
     円 

 別途負担： □有   (   泊   日）      

    ４月２７日 ■学校 

□ 自宅 
訪問相談 オ ■すべて   

  ４㎞以内 

 

□ ４㎞超 

 
㎞ ㎞ 円 

 
円  調整事由（    ） □県外・引率旅費 

  ～ 円 円   調整区間等： 

 ４月２７日 ■学校 

□ 自宅 
○○市××町 
○○市立××小学校 

 
 
 ○○市 

 ２２０   円 

 別途負担： □有  (   泊   日）     ２２０ 

    ４月３０日 ■学校 

□ 自宅 
訪問相談 ア・イ □ すべて 

４㎞以内 

 

■４㎞超 

 
3.9 ㎞ 5.2 ㎞ 円 

 
円  調整事由（    ） □県外・引率旅費 

  ～ 円 円   調整区間等： 

 ４月３０日 ■学校 

□ 自宅 
○○市立○△小学校  

 ３００ ４００ ２００  円 

 別途負担： □有  (   泊   日）     ９００ 
  

 
（注）「出発地から用務先及び到着地までの直線距離」欄の「すべて４㎞以内」、「４㎞超」の確認及び「市区町村名」欄の記入は、全行程自家用車等使用の場合のみ行うこと。 
 
旅行方法  （ア）鉄道 （イ）路線バス （ウ）自転車 （エ）徒歩 （オ）自家用車 （カ）自家用車同乗 （キ）原付等 （ク）貸切バス・タクシー （ケ）公用車 （コ）その他 

調整事由 （Ａ）鉄道－定期券使用 （Ｂ）鉄道－回数券等使用 （Ｃ）バス－定期券使用 （Ｄ）バス－回数券等使用 （Ｅ）自家用車等使用 

経路等  

合 計 額 

（ 普 通 旅 費 ） 

円 

１，６８０ 請求印  
請求月日 

   月  日   

合 計 額 
（ ） 

円 

１，６８０ 

旅行命

令権者 

認 印 

  

（○○年 ４月分） 記 入 例 

１  



別表第二（第七条関係） 

普 通 旅 費 支 給 明 細 書 

学校名 ○○市立教育研究所 職名 
スクールソーシャ

ルワーカー 氏名  浦和 孝子 
居住市区

町 村 名 
さいたま市 

居所の最

寄駅区分 
  ＪＲ浦和 

学校の最

寄駅区分 
 ＪＲ 蕨 

 

 旅行月日 
出 発 地 用 務 旅行方法 出発地から用務

先及び到着地 

までの直線距離 

駅名・陸路 
鉄道賃 車 賃 

旅行雑費 

 

日 当 

その他 
予算種別 

通 勤 手 当 と の 調 整 備 考 

到 着 地 用 務 先  市区町村名 計 

  ４月１７日 ■学校 

□ 自宅 
学校訪問 ケ □ すべて 

４㎞以内 

 

□ ４㎞超 

 
㎞ ㎞ 円 

 
円 

 
 
 

調整事由（    ） □県外・引率旅費 
  ～ 円 円 調整区間等： 

 ４月１７日 ■学校 

□ 自宅 
○○市立○○小学校 
○○市立△△小学校 

 
     円 

 別途負担： □有  (   泊   日）      

  ４月２１日 ■学校 

□ 自宅 
訪問相談 オ □ すべて 

４㎞以内 

 

■４㎞超 

 
㎞ ㎞ 円 円  調整事由（    ） □県外・引率旅費 

  ～ 円 円    調整区間等： 

 ４月２１日 ■学校 

□ 自宅 
○○市○○町  

 
○○市 

 ３６０ ２００  円 

 別途負担： □有  (   泊   日）     ５６０ 

    ４月２４日 ■学校 

□ 自宅 
訪問相談 カ □ すべて 

４㎞以内 

 

□ ４㎞超 

 
㎞ ㎞ 円 円  調整事由（    ） □県外・引率旅費 

  ～ 円 円    調整区間等： 

 ４月２４日 ■学校 

□ 自宅 
○○市○○町 
○○市立○○小学校 

 
     円 

 別途負担： □有   (   泊   日）      

    ４月２７日 ■学校 

□ 自宅 
訪問相談 オ ■すべて  

  ４㎞以内 

 

□ ４㎞超 

 
㎞ ㎞ 円 

 
円  調整事由（    ） □県外・引率旅費 

  ～ 円 円   調整区間等： 

 ４月２７日 ■学校 

□ 自宅 
○○市××町 
○○市立××小学校 

 
 
○○市 

 ２２０   円 

 別途負担： □有  (   泊   日）     ２２０ 

    ４月３０日 ■学校 

□ 自宅 
訪問相談 ア・イ □ すべて 

４㎞以内 

 

□ ４㎞超 

 
3.9 ㎞ 5.2 ㎞ 円 

 
円  調整事由（    ） □県外・引率旅費 

  ～ 円 円   調整区間等： 

 ４月３０日 ■学校 

□ 自宅 
○○市立○△小学校  

 ３００ ４００ ２００  円 

 別途負担： □有  (   泊   日）     ９００ 
  

 
 

旅行方法  （ア）鉄道 （イ）路線バス （ウ）自転車 （エ）徒歩 （オ）自家用車 （カ）自家用車同乗 （キ）原付等 （ク）貸切バス・タクシー （ケ）公用車 （コ）その他 

調整事由 （Ａ）鉄道－定期券使用 （Ｂ）鉄道－回数券等使用 （Ｃ）バス－定期券使用 （Ｄ）バス－回数券等使用 （Ｅ）自家用車等使用 

経路等  

合 計 額 

（ 普 通 旅 費 ） 

円 

１，６８０ 請求印  
請求月日 

   月  日   

合 計 額 
（ ） 

円 

１，６８０ 

旅行命

令権者

認 印 

  

（○○年 ４月分） 記 入 例 

１  



 


